
＝未検証条文

章 項目

前文 企画政策課 市民協働課

（目的） 企画政策課

（条例の位置づけ） 企画政策課 総務課

第１号

第２号

第３号

第４号

第１号

第２号 地域福祉課

第３号 企画政策課

第４号 市民協働課

第５号 企画政策課

第６号 市民協働課

第７号 秘書広報課

（個人の尊厳） 市民協働課 地域福祉課

（平和的生存権） 危機管理課 生活安全課

第３章 （環境権） 環境課

市民の権利 （知る権利） 総務課

（個人情報の保護） 総務課

 市民協働課 地域福祉課 危機管理課

 生活安全課  環境課  総務課

第１項 環境課

第２項 秘書広報課 市民協働課

第３項 財政課 税務課 収納課

第１項

第２項

第１項

第２項

第３項 人事課

第１項

第２項

第１項 市民協働課

第２項

第３項

第４項

第５項

第１項

第２項

第３項

第４項 地域福祉課 生涯学習課

第５項

第１項 市民協働課

第２項 企画政策課 市民協働課

関係課

市民協働課

（市長の役割と責務） 第１３条

第１章
総則

第２章
自治の基本原則

第１２条（市議会の役割と責務）
議会

（議事課）

第９条

（自治の基本原則）

（市民の役割と責務） 第１１条

第４条

第５条

第６条

人事課

（市民参加） 第１５条

第４章
市民、市議会
及び市長等の
役割と責務

（権利の尊重） 第１０条

企画政策課

子育て支援課

市民協働課

（定義） 第３条 企画政策課

第８条

市民協働課

第７条

市民協働課（市民自治活動） 第１６条

第１７条（連携）

日進市自治基本条例

検証関係課一覧

前文

第５章
参加と協働

（市職員の役割と責務） 第１４条

条文

第１条

第２条

令和元年１０月１８日（金）
第６期第５回日進市自治推進委員会 資料１
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章 項目 関係課条文

（柔軟な組織の形成） 企画政策課

（市民本位の市政運営） 秘書広報課 企画政策課

（計画的な市政運営） 企画政策課

第１項

第２項

第１項

第２項

第１項

第２項

第１項

第２項

第３項

第１項

第２項

第１項

第２項

第３項

第４項

第１項

第２項

第３項

第１項

第２項

第３項

（委任） 企画政策課

（財政） 第２４条

（適切な行政手続） 第２３条 総務課

財政課

総務課（開かれた市政運営） 第２１条

  （個人情報の
       適切な取扱い）

第２２条 総務課

企画政策課

企画政策課

企画政策課

企画政策課

（条例の遵守） 第２７条

（条例の見直し） 第２８条

（行政評価） 第２５条

（住民投票）

第１８条

第８章
条例の遵守等

第２９条

第２６条

第６章
市政の組織
及び運営

第７章
住民投票

第１９条

第２０条

- 2 -



日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１条（目的） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１条  

この条例は、日進市における自治の基本理念を明らかにする

とともに、その基本となる事項を定め、市民、市議会及び市の

執行機関が一体となって市民主体の自治の実現を図ることを

目的とします。 

解説  

 この条例は、前文に掲げた自治の基本理念（自分たちのまち

は自分たちの手で築いていこうとする「市民主体の自治」の精

神）を明らかにし、自治（公共）を担う主体（市民、市議会、

市長を含む市の執行機関）の役割と責務、参加と協働による自

治の推進、市政運営の基本的な考えや仕組み（総合計画、情報

公開、行政評価、住民投票等）などを定めることにより、「市

民主体の自治」の実現を図ることを目的としています。 

 ※「市の執行機関」とは 

地方自治法に規定する「市長、教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員

会」を指しています。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度～  

【毎年度実施】  
・自治推進委員会の開催  

平成２０年度～  ・市民意識調査ごとに認知度を確認  
 【実施年度】  

 平成２０年度、平成２３年度、平成２６年度、平成２８年度、 

平成３０年度  

平成２６年度  ・自治基本条例に関する講演会を市民会館にて開催  

平成２７年度  ・自治基本条例周知啓発チラシ作成、市イベント参加者

及び小中学生に配布  

平成２７年度～  
【毎年度実施】  

・広報にっしん１０月号に特集記事掲載  

平成２８年度～  

【毎年度実施】  
・新規採用職員向け説明会にて策定経緯や理念等を説明  

平成２９年度  ・施行１０周年記念自治基本条例４コママンガ作成及び

広報にっしん連載  
・パンフレット「４コママンガでわかる日進市自治基本

条例」作成  
・にっしんテレビ特集番組放映 

・市民まつりにて啓発ブース出展、アンケート記入者へ

啓発グッズを配布  
・企画展「１０年の歩み展」開催  

平成３０年度～  
【毎年度実施】  

・パンフレット「４コママンガでわかる日進市自治基本

条例」の転入者への配布開始 

・図書館及びスポーツセンターにて４コママンガ展示 

・係長級職資格試験の学科試験出題範囲へ追加  

 

３ 現状と問題点 

○自治基本条例の制定を受けて平成１９年度に自治推進委員会を設置し、

条例の理念である市民主体の自治を実現するため、諮問に応じて調査・

審議をしています。自治推進委員会では、自治基本条例に基づく取組内

容、委任条例の策定状況、自治基本条例改正の必要性について取扱って

きました。  
○自治推進委員会の初期は、主に委任条例の策定状況について審議を進め

てきましたが、委任条例がすべて整ったことに加え、本条例の認知度の

下降が続いたこともあり、近年は市民への浸透を目指して周知啓発の取
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組に力を入れています。  
●市民意識調査結果では、年々自治基本条例の認知度が下がっていました

が、施行１０周年記念の取組もあり、直近の調査では向上しました。一

方で、認知度そのものは低い状態となっています。  
（H20：21.3％→H23：10.1％→H26：6.4％→H28：5.5％→H30：7.6％） 

 

４ 今後の方向性 

○引き続き、自治基本条例の認知度の向上及び理念の浸透を目指し、効果

的な取組を行っていきます。  

○市民の認知度や市職員による適切な運用を、より向上させていきます。 

○自治推進委員会での審議を踏まえて、条例の目的である市民主体の自治

の実現に向けた市政運営を行っていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第２条（条例の位置づけ） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２条 

 この条例は、日進市が定める最高の規範です。日進市におけ

る他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条

例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりませ

ん。 

解説  

 この条例は日進市の最高規範として位置づけられるため、他

の条例や規則等の内容がこの条例に定められた自治の基本理

念とその基本事項に沿っていることを求めています。 
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企画政策課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第１条再掲】 

時 期  内 容  

平成１９年度～  

【毎年度実施】  
・自治推進委員会の開催  

平成２０年度～  ・市民意識調査ごとに認知度を確認  
 【実施年度】  

 平成２０年度、平成２３年度、平成２６年度、平成２８年度、 

平成３０年度  

平成２６年度  ・自治基本条例に関する講演会を市民会館にて開催  

平成２７年度  ・自治基本条例周知啓発チラシ作成、市イベント参加者

及び小中学生に配布  

平成２７年度～  
【毎年度実施】  

・広報にっしん１０月号に特集記事掲載  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・新規採用職員向け説明会にて策定経緯や理念等を説明  

平成２９年度  ・施行１０周年記念自治基本条例４コママンガ作成及び

広報にっしん連載  

・パンフレット「４コママンガでわかる日進市自治基本

条例」作成  

・にっしんテレビ特集番組放映 

・市民まつりにて啓発ブース出展、アンケート記入者へ

啓発グッズを配布  

・企画展「１０年の歩み展」開催  

平成３０年度～  

【毎年度実施】  
・パンフレット「４コママンガでわかる日進市自治基本

条例」の転入者への配布開始 

・図書館及びスポーツセンターにて４コママンガ展示 

・係長級職資格試験の学科試験出題範囲へ追加  

 

３ 現状と問題点 

○自治基本条例の制定を受けて平成１９年度に自治推進委員会を設置し、

条例の理念である市民主体の自治を実現するため、諮問に応じて審議を

しています。【第１条再掲】  
○平成２６年度から毎年度、広報にっしんに特集記事を掲載し、本条例が

最高規範であることや条文の基本理念等について市民へ周知していま

す。  
○市の新規採用職員へ説明会において自治基本条例の位置づけや目的等

を説明していますが、入庁から１０年以上経過した中堅職員へもさらに

浸透を図っていく必要があると考え、今年度、係長級職資格試験の出題

範囲に自治基本条例を追加しました。  
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４ 今後の方向性 

○引き続き、自治基本条例が最高規範として市政や市民の自治にその理念

が行き渡るよう、職員や市民に向けて周知啓発を行っていきます。  
○自治基本条例の理念について、より理解を深められる手法を検討してい

きます。  

 

総務課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

施行前～  

【毎年度実施】  
・法規審査会の実施  

施行前～（随時） ・例規案の外部委託  

施行前～  ・職員への法制執務研修を実施  

 
３ 現状と問題点 

○毎月法規審査会を開催し、条例・規則等の制定改廃にかかる審査を行っ

ています。また、新規条例の制定時等には、必要に応じ、例規審査の外

部委託も活用しています。これらのチェック体制により、例規誤り等の

法制執務上の大きな問題は発生していません。  

○例規審査に当たっては、市民参加（第１５条）、適切な行政手続（第２

３条）、財政（第２４条）、行政評価（第２５条）を始め自治基本条例に

定める各規定に則ったものかという視点での審議を行っています。  

 
４ 今後の方向性 

○今後も、上記取組を継続し、研修等を通して職員の法制執務能力の向上

を目指すとともに、自治基本条例の理念に則って審査を行っていきます。 
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日進市自治基本条例検証シート 

 

第３条（定義） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第３条  
この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとしま

す。  
（１） 市民 市内に居住する者又は市内で学ぶ者、働く者、事

業を営むもの若しくは活動を行うもの等をいいます。  
（２） 協働 共通の目的を持つものが、それぞれの役割と責務

を自覚し、相互に補完し、及び協力することにより、課題

解決を図ることをいいます。 

（３）コミュニティ 住民自治組織等地域の問題を自ら解決す

ることを目的とする集団又はＮＰＯ等の活動内容若しく

はテーマを主なつながりとする集団をいいます。  
（４）市民自治活動 市民が、住みよいまちづくりをめざし、

自主的に行う多様な公益的活動をいいます。 

解説  

 この条例で使われる用語のうち、意味を共有しておきたい基

本的なものについて定義をしています。 

 「市民」は、日進市に住んでいる「住民」に限らず、市内で

働く人、学ぶ人、活動する人などを含めた広い意味としていま

す。日進市内では数多くの学生が学んでおり、また市民活動も

盛んです。このように日進市のまちづくりに関わる人たちを幅

広く「市民」ととらえ、日進市の自治を担う主体として表現し

ています。 

 「協働」は、「市民参加」とともに自治を考える上で大切な

用語です。市民、市議会及び市の執行機関がそれぞれの役割・

機能・特性を活かし、相互協力・相互支援・共同という形態で

連携し、課題に取り組むことをいいます。第２章（自治の基本

原則）として規定するとともに、第５章（参加と協働）でも表

現しています。 

 「コミュニティ」は、一般的には「地域社会」、「共同体」と

いう意味で使われますが、この条例では地縁で結びついて活動

を行う集団と、福祉や環境などといった分野（テーマ）で結び

ついて活動を行う集団の両方を含めています。 

 「市民自治活動」は、団体、個人を問わず、市民の自主的な

公益的活動を指しています。 
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企画政策課 市民協働課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度～  ・ＮＰＯ公募提案型委託事業（委託）の実施  

平成２１年度～  ・ＮＰＯ公募提案型（テーマ提示型）事業（委託）に変

更（～平成２９年度）【毎年度実施】  

・日進市市民自治活動推進補助金【毎年度実施】  

・大学との連携協力協定締結を開始  

平成２３年度～  ・にぎわい交流館指定管理制度による管理導入（指定期

間 3 年間）  

平成２４年度  ・市民参加及び市民自治活動条例施行  

平成２６年度～  ・にぎわい交流館指定管理の第２期開始（指定期間５年

間）  
・にっしん市民活動祭開催（～平成２７年度）  
・提案型大学連携協働事業（委託）【毎年度実施】  

平成２７年度  ・日進市市民自治活動推進補助金要綱改正  

平成２８年度～  ・にっしんわいわいフェスティバル開催【毎年度実施】  

・市長・区長座談会開催【毎年度実施】  

・市長と市民団体等との団体交流会開催  

平成２９年度～  

【毎年度実施】  
・地域支援職員の配置（区長の補助等）  

平成３０年度～  ・日進市ＥＳＤ推進「課題解決型」企業等連携プロジェ

クト募集開始  

３ 現状と問題点 

○委任条例として制定した市民参加及び市民自治活動条例では、「市民」

「協働」「コミュニティ」「市民自治活動」に定義について、自治基本条

例第３条の規定を引用しています。  
○附属機関の市民委員や講座等の参加者の募集において、対象を在住者に

限らず、自治基本条例上の「市民」の定義にもとづいて、原則実施して

います。  
○「協働」の定義については、イベント、補助事業等を通じて、多くの市

民に浸透しつつあります。  
○広報による情報提供、市民参加の機会の提供、情報公開等を行うことで、

自治基本条例の理念を実現できるよう、努めています。  
 市政情報の入手によく利用する情報媒体（平成３０年度市民意識調査） 
 （広報にっしん：87.6％、市 HP：14.0％、市 Facebook：0.6％、  

にっしんテレビ：3.8％、新聞：17.5％、回覧板 42.0.％、口コミ：9.0％） 
●「コミュニティ」の定義には、地縁型・テーマ型の大きく２つの種類が

ありますが、それぞれの利点や役割について、広く市民に理解してもら

う必要があると思われます。  
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●「市民自治活動」については、多くの市民がその活動を行っている一方、

言葉や定義については、十分に浸透していません。  
＜市民まつりアンケートから（抜粋）＞  
・地域のお祭り・運動会の参加経験 76.4％  
・防災訓練への参加経験 44.2％  
・地域清掃・花壇への花植えの参加経験 33.5％  
・これらが市民自治活動だと知らなかった人 48.3％  

 
４ 今後の方向性 

○用語の定義が市民の間に定着するためには、市民が実際に活動を行い、

実感を伴って理解することが重要であると考えます。そのため、イベン

トの開催や補助事業・協働事業等を通じて、引き続き市民自治活動を支

援していきます。また、にぎわい交流館が「市民自治活動」の拠点とし

て効果的に機能するよう、指定管理者による柔軟な運営を行っていきま

す。  

○広報にっしん特集記事やにぎわい交流館機関紙発行（いずれも年２回）

等の機会を通じて、市民の身近な言葉となるよう周知を図っていきます。 
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第１号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（１）平等な社会 市民、市議会及び市の執行機関は、人権が

尊重され、公正、公平かつ平等な社会の実現に努めます。 

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

 自治の前提として、人権が尊重される「平等な社会」をめざ

すことを表明しています。 
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市民協働課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

施行前～  

【毎年度実施】  
・人権相談、女性悩みごと相談  

平成１７年度～  ・人権に関する市民向け講演会  

平成２３年度～  

【毎年度実施】  
・人権擁護委員による人権教室の小学校開催  

平成２３年度～  ・人権講演会の中学校開催  

平成２７年度  ・日進市人権連絡会の開催  

平成３０年度～  
【毎年度実施】  

・ＤＶ・性暴力被害相談  
・人権・男女共同参画教育研究事業  

 

 

３ 現状と問題点 

○人権尊重の啓発活動は、人権擁護委員と一体的に行うよう努めていま

す。  

○法務省は令和元年度の啓発活動強調事項として１７項目を掲げており、

本市人権擁護委員の所属する名古屋人権擁護委員協議会愛知地区委員

会（豊明市、日進市、長久手市、東郷町）では、この中で特に地域の中

で啓発すべき項目を抜粋し、推進を図っています。  
（強調１７項目）  

①女性の人権を守ろう  ②子どもの人権を守ろう  ③高齢者の人権を守ろう、  

④障害を理由とする偏見や差別をなくそう  ⑤同和問題（部落差別）を解消しよう、 

⑥アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう  ⑦外国人の人権を尊重しよう、  

⑧ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう、  

⑨刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう、  

⑩犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう、  

⑪インターネットを悪用した人権侵害をなくそう、  

⑫北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう、  

⑬ホームレスに対する偏見や差別をなくそう、  

⑭性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう、  

⑮性自認を理由とする偏見や差別をなくそう  ⑯人身取引をなくそう  

⑰東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう  

○「人権は大切」ということの理解は進んでいますが、人権課題毎に偏見

や差別があり、差別に基づく事件がニュースなどにもなっています。  

●第５次総合計画には、人権一般に関する項目がありません。  

●人権尊重意識の醸成のためには課題毎に啓発を進めることが必要です

が、人権に関する個別課題は多岐に渡るため、課題ごとの啓発は膨大で
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困難です。  
●人権擁護委員は法務大臣が委嘱する民間ボランティアのため、名古屋法

務局・人権擁護委員名古屋協議会の業務が多忙になれば、本市域内での

活動を縮小せざるをえない状況があります。  

 

４ 今後の方向性 

○多様性を受け入れ、誰一人取り残されない社会を目指し、啓発を進めま

す。  

○人権に関する市民向け講演会、人権擁護委員による人権教室の小学校開

催、人権講演会の中学校開催を今後も行い、様々な人権問題をわかりや

すく啓発し、意識改革を図ります。  

○小中学生への人権啓発の一環として、引き続き「人権・男女共同参画教

育研究事業」を実施します。年間を通じて各校及び各地域に即した関連

授業（事業）を実施することで、男女平等・共同参画について、小児期

からの理解促進に努めます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第２号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（２）市民主体の自治の推進 市民は、自治の担い手として、

それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持ってお互

いを尊重し支えあいながら、市民主体の自治を推進しま

す。  

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

「市民主体の自治の推進」は、市民が自治の担い手として、

主体的に自治を推進することを表明しています。日本国憲法第

９２条の「地方自治の本旨」における住民自治の拡充を表現し

ています。 
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市民協働課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第３条再掲】 

時 期  内 容  

平成２０年度～  ・ＮＰＯ公募提案型委託事業（委託）の実施  

平成２１年度～  ・ＮＰＯ公募提案型（テーマ提示型）事業（委託）に変

更（～平成２９年度）【毎年度実施】  

・日進市市民自治活動推進補助金【毎年度実施】  

・大学との連携協力協定締結を開始  

平成２３年度～  ・にぎわい交流館指定管理制度による管理導入（指定期

間 3 年間）  

平成２４年度  ・市民参加及び市民自治活動条例施行  

平成２６年度～  ・にぎわい交流館指定管理第２期開始（指定期間５年間） 
・にっしん市民活動祭開催（～平成２７年度）  
・提案型大学連携協働事業（委託）【毎年度実施】  

平成２７年度  ・日進市市民自治活動推進補助金要綱改正  

平成２８年度～  ・にっしんわいわいフェスティバル開催【毎年度実施】  

・市長・区長座談会開催【毎年度実施】  

・市長と市民団体等との団体交流会開催  

平成２９年度～  

【毎年度実施】  
・地域支援職員の配置（区長の補助等）  

平成３０年度～  ・日進市ＥＳＤ推進「課題解決型」企業等連携プロジェ

クト募集開始  

 

３ 現状と問題点 

●にぎわい交流館の登録団体数や「にっしんわいわいフェスティバル」の

参加団体は年々増加しており、市民のまちづくりへの参加は進んでいま

すが、自治の主たる担い手として地域の課題解決に取り組む市民活動団

体の全体は、把握できていません。地縁型コミュニティや行政と連携し

ている内容に関しては限定的に確認できています。団体それぞれの領域

における活動について、協働と支援のあり方を検討する必要がありま

す。  

 

４ 今後の方向性 

○市民主体の自治の実現、協働によるまちづくりを象徴するイベントを目

指す「にっしんわいわいフェスティバル」の企画運営を通じて、市民・

市民活動団体及び産官学団体間の連携や組織力の強化を図るほか、補助

金事業や協働事業を通して市民自治の基盤となる活動団体の支援をさら

に推進していきます。  
○イベントの開催や補助事業・協働事業等を通じて、引き続き市民自治活
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動を支援していきます。また、にぎわい交流館が「市民自治活動」の拠

点として効果的に機能するよう、指定管理者による柔軟な運営を行って

いきます。【第３条再掲】  

 

地域福祉課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度～  ・地域福祉フォーラム開催（～平成２６年度）  

平成２３年度  ・福祉コミュニティ意識調査実施  

平成２５年度  ・わたしのまちの座談会開催  

平成２６年度～  ・日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会開催  

平成２７年度  ・にっしん幸せまちづくりプラン（第２次日進市地域福

祉計画・第４次日進市地域福祉活動計画）策定  

・つどいの場形成事業実施  

・住民座談会開催  

平成２７年度～  
【毎年度実施】  

・にっしん地域支え合い円卓会議開催  

平成２８年度  ・第１層・第２層生活支援コーディネーターの設置  
・第１層協議体の設置  
・住民座談会開催  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・にっしん幸せまちづくりプラン進捗評価  
・つどいの場運営助成  

平成２９年度  ・住民座談会開催  

平成３０年度  ・生活支援体制整備事業説明会開催  
・第２層協議体の設置  

 
３ 現状と問題点 

○地域で人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や社会福祉関係者がお

互いに協力して日常の困難課題の解決に向け地域でひとつになって、思

いやり、助け合うことのできるまちづくりを目指し、取組を充実させて

きました。  
○「つどいの場」は、身近な地域での交流のきっかけづくり、介護予防に

もつながる健康づくり、助け合い・支え合いの顔の見える関係づくりな

ど、地域福祉機能を持つ高齢者の居場所として順調に数を増やしていま

す。（H27：48 か所→H28：55 か所→H29：61 か所→H30：65 か所）  
●一部地域でまちづくり協議会が発足しましたが、全市的なシステムとし

ては実現に至っていません。  
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●地域たすけあい会議の設置が実現しておらず、地域で活動する諸団体、

福祉事業所、行政機関等、地域ネットワークや協働ネットワークなどに

よる重層化した支え合いの仕組づくりを検討しなければなりません。  

 

４ 今後の方向性 

○平成３１年度ににっしん幸せまちづくりプランの見直しを行い、市民の

意識や地域の実状を反映していきます。  

○第２層生活支援コーディネーターを中心とした第２層協議体での議論に

基づき、地域における支え合い・助け合いの仕組づくりを進めます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第３号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（３）自立した自治体 日進市は、自立した自治体として、国

及び愛知県との適切な役割分担により、民意のもとに自らの

判断と責任において、市政を行います。 

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

 地方分権が進む今、国や県との関係は以前のような上下関係

ではありません。「自立した自治体」として、適切な役割分担

と自らの判断と責任による市政運営が求められています。日本

国憲法第９２条の「地方自治の本旨」における団体自治の確立

を表現しています。   
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企画政策課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

随時  ・第２次～第８次地方分権一括法の施行及び県事務処理

特例条例の改正に伴う対応  

平成３０年度  ・尾三地区自治体間連携研修会「提案募集方式による地

方分権改革について」の実施  

 
３ 現状と問題点 

○第２次～第８次地方分権一括法及び県事務処理特例条例についての情

報収集及び権限移譲対象事務に係る調査等を継続して行うとともに、国

及び県から市への事務の権限移譲を進めました。  
○現在、権限移譲事務数は８２件に及び、自治体として主体的に行政経営

する体制を強化しています。  
●未移譲事務の移譲の可否について、引き続き検討する必要があります。 

 
４ 今後の方向性 

○地方分権に関する事項について引き続き情報収集を行い、未移譲事務の

移譲の検討も含めて、国県の動向等に応じ適切に対応していきます。  

○特に、提案募集方式の活用による地方分権改革の推進について調査研究

を行っていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第４号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（４）協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、協働し

て市民主体の自治を推進します。 

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

 「協働の原則」は、市民、市議会及び市の執行機関が、協働

で「市民主体の自治」を推進することを表明しています。（「協

働」の定義については、第３条を参照ください。） 
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市民協働課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

【第３条、第４条第１項第２号再掲】 

時 期  内 容  

平成２０年度～  ・ＮＰＯ公募提案型委託事業（委託）の実施  

平成２１年度～  ・ＮＰＯ公募提案型（テーマ提示型）事業（委託）に変

更（～平成２９年度）【毎年度実施】  

・日進市市民自治活動推進補助金【毎年度実施】  

・大学との連携協力協定締結を開始  

平成２３年度～  ・にぎわい交流館指定管理制度による管理導入（指定期

間３年間）  

平成２４年度  ・市民参加及び市民自治活動条例施行  

平成２６年度～  ・にぎわい交流館指定管理第２期開始（指定期間５年間） 
・にっしん市民活動祭開催（～平成２７年度）  
・提案型大学連携協働事業（委託）【毎年度実施】  

平成２７年度  ・日進市市民自治活動推進補助金要綱改正  

平成２８年度～  ・にっしんわいわいフェスティバル開催【毎年度実施】  

・市長・区長座談会開催  

・市長と市民団体等との団体交流会開催  

平成２９年度～  ・地域支援職員の配置（区長の補助等）【毎年度実施】  

平成３０年度～  ・日進市ＥＳＤ推進「課題解決型」企業等連携プロジェ

クト募集開始  

 

３ 現状と問題点 

○自治基本条例施行以降、自治活動推進補助金事業や提案型協働事業への

参加などを通して市民との協働は進んでいます。  
○市民自治活動団体との協働事業は、近年、増加しています。  

（H25：78 件、H26：79 件、H27：76 件、H28：75 件、H29：89 件、 
 H30：87 件）  

●市民と多くの協働事業を実施してきていますが、継続して協働事業を推

進し、市民主体の自治を目指す必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○市民主体の自治の実現、協働によるまちづくりを象徴するイベントを目

指す「にっしんわいわいフェスティバル」の企画運営を通じて、市民・

市民活動団体及び産官学団体間の連携や組織力の強化を図るほか、補助

金事業や協働事業を通して市民自治の基盤となる活動団体の支援をさら

に推進していきます。【第４条第２項再掲】  
○市民活動団体以外にも大学や企業との連携を通じて協働の機会をさらに
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充実させるとともに、市民の側から協働の機運が生まれるよう、意識啓

発や活動支援を行っていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第５号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（５）市民の信託による市政 日進市は、市民にとって最も身

近な自治体として、市民からの信託をもとに市政を行いま

す。 

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

 「市民の信託による市政」は、日本国憲法において、国政が

国民からの信託を根拠としているのと同じように、日進市にお

いても、市政の根拠は市民からの信託にあることを明記してい

ます。  

 



企画政策課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・日進市自治基本条例の制定、施行  

平成１９年度～  

【毎年度実施】  
・自治推進委員会の開催【第１条、第２条再掲】  

平成２２年度  ・議会基本条例制定  

平成２２年度  ・市民参加及び市民自治活動条例制定  

平成２４年度  ・住民投票条例制定  

平成２７年度  ・個人情報保護条例制定  

 
３ 現状と問題点 

○国政が国民からの信託を受けてなされることが日本国憲法に明文化さ

れているのと同様、本市においても、市民の信託による市政がなされる

ことを自治基本条例の制定によって明文化しました。施行後、委任条例

を着実に策定、施行することで、制度的にも条文の理念を充足させてき

ました。その結果、委任条例を全て定めることができました。  

○市民が直接選挙によって選んだ市長及び議員が、市民の信託に応えて市

政を行っています。  

●委任条例が制定された現在、「市民主体の自治」の推進に向けて、啓発

を始めとする、市民の意識に働きかける取組の継続が必要と考えます。 

●市民の信託内容をより的確に捉えるため、市民参加等の手法を常に検討

する必要があります。  

 
※委任条例：自治基本条例上、「別に条例で定める」としている条例。  

 

 
４ 今後の方向性 

○自治基本条例の認知度の向上及び理念の浸透を目指し、効果的な取組を

行っていきます。  
○自治基本条例の理念の実現を意識して、市民の信託内容をより的確に捉

える手法を検討していきます。  

 



日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第６号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（６）男女共同参画の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、

男女の平等を基本とし、共同参画のもとに市民主体の自治

を推進します。  

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

 「男女共同参画の原則」は、男女共同参画の考えをもとに「市

民主体の自治」を推進することを表明しています。 

※「男女共同参画」とは 

 男女は、社会の対等な構成員として自らの意思であらゆる

活動に参画する機会が確保され、その利益を享受し、共に責

任を担う、という考え方です。なお、日進市では、男女共同

参画の基本となる男女平等を推進するため、「日進市男女平

等推進条例（平成１９年１０月１日施行）」を制定しました。 
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市民協働課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

施行前～  

【毎年度実施】  
・男女共同参画関連情報誌「はーもにっしん」の発行  

平成１９年度  ・男女平等に関する市民意識調査の実施  

平成２０年度  ・第２次男女平等推進プラン策定  

平成２０年度～

平成２９年度  
【毎年度実施】  

・男女平等教育研究事業の実施  

平成２１年度～

平成２７年度  
【毎年度実施】  

・ハーモニーフェスタの開催  
（平成２８年度にわいわいフェスティバルへ統合）  

平成２６年度  ・男女平等に関する市民意識調査の実施  

平成２７年度  ・第２次男女平等推進プランの中間見直しの実施  

平成２７年度～

【毎年度実施】  
・市内小学５年生に対し、トランスジェンダーに関する

啓発パンフレットを配布  

平成３０年度～  

【毎年度実施】  

・人権・男女共同参画教育研究事業の実施  

 

３ 現状と問題点 

○第２次男女平等推進プランを基に男女平等・共同参画の啓発を実施し、

個人レベルでは意識改革は進みつつあります。  
（社会全体における男女の地位が平等であると考える人の割合  
                  H21：6.8％→H30：18.9％）  

 （本市議会の女性議員比率 35％（令和元年 8 月現在））  
●一方で、社会の意識や慣習・慣例などの変化が停滞している状況が見受

けられます。  
●社会において、女性が抱える困難が見えにくく認識されていない状況が

あると考えられます。  
●多様な性について啓発するとともに理解促進が必要であり、更に当事者

を支える社会の構築も重要となってきています。  

 

４ 今後の方向性 

○令和元年度に男女平等に関する市民意識調査を実施し、本市の現状を把

握します。さらに令和２年度には、そのデータを基に本市の特性を活か

した第３次男女平等推進プランを策定します。  

○継続して社会、地域等と連携し、男女平等・共同参画についての理解促

進に努めます。  

○今後も市内小中学校と連携し「人権・男女共同参画研究事業」を実施し、
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小児期からの男女平等・共同参画教育を行います。  
○多様な性に関する理解の促進を目指し啓発を行います。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第４条（自治の基本原則）第７号 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第４条  
市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 

（７）情報共有の原則 市議会及び市の執行機関は、その保有

する情報を積極的に公開し、市民と共有します。 

解説  

 この条例の目的である「市民主体の自治」を実現するために、

本条例の全体に通じる基本的な原則を掲げています。 

 「情報共有の原則」は、市政について市議会と市の執行機関

の持っている情報を公開することが、市民参加や協働の前提と

して欠かせないものとして規定しています。 
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秘書広報課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度  

【毎年度実施】  
・地域座談会の実施  

平成２２年度～  

【毎年度実施】  
・ＮＨＫの文字放送で、市イベント情報を放送  

平成２３年度～  

【毎年度実施】  
・「声の広報」音声データを市ホームページで公開  

平成２５年度  ・ホームページのリニューアル実施  

平成２５年度～  
【毎年度実施】  

・広報紙のスマホ閲覧アプリを提供開始  
・広報紙を月２回から月１回の発行へ変更  
・にっしんテレビを市民会館エントランスホールで再生  

平成２６年度  ・市制２０周年記念冊子・映像・暮らしの便利帳の制作  

平成２６年度～  

【毎年度実施】  
・尾三地区情報コーナーの設置（図書館）  

・尾三だより（広報紙）の開始  

平成２７年度～  

【毎年度実施】  
・市フェイスブック、市ツイッターの開設  

・にっしんテレビを市政情報番組と位置付け、月１本か

ら月２本の制作に  

平成２８年度  ・ホームページトップ画面のリニューアル  

・市シティプロモーション映像の制作  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・にっしんテレビの YouTube 配信を開始  
・市シティプロモーション映像の公開  

平成２９年度～  
【毎年度実施】  

・市長等と語る会を地縁型、テーマ型などの区分けにし、

区長、市民団体等と面談し、提案を受ける形で実施  
・ホームページにてキッズページを公開  
・にっしんテレビ１５日号で健康をテーマにした番組を

放送  
・プライムツリー赤池に市政情報コーナーを設置  

平成３０年度～  ・ホームページ作成システムの全面リニューアル  

 
３ 現状と問題点 

○広報紙、市ホームページ、にっしんテレビを主に市政情報を発信してい

ます。  

○議会定例会ごとの定例記者会見、毎週の行事予定表送付などで報道機関

に市事業やイベント情報の発信をし、新聞やテレビからの情報提供に努

めています。  

○市フェイスブック、YouTube を使い、インターネットを活用して情報を

伝えています。  
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○にっしんテレビでは、市の新しい取り組みや、各所属が発信したい事業

を映像化して、わかりやすく市民に伝えています。  
○広報市民スタッフと毎月会議を開催し、広報に対する意見を伺い、市民

が求める情報の公開・共有化に努めています。  
●掲載スペースの制約が小さく、情報の受け手のアクセスが容易な、「イ

ンターネットでの情報提供」に、一層力を入れていく必要があります。 
●市の取り組んでいる新規事業、課題への対応など、市の実情を知っても

らう情報の提供をしていく必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○手続き、災害など「市が知らせなければならない情報」はわかりやすく

確実に市民に知らせ、情報共有を図ります。  

○市が伝えるべき情報の内容、影響度、対象者などを考慮し、受け手に適

した媒体を使って情報提供していきます。  

○インターネットでの情報提供の要となる市ホームページでは、各課が発

信する情報の格差を少なくし、情報の入手を容易にしていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第５条（個人の尊厳） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第５条  

市民は、年齢、性別、国籍その他社会的地位によるもの等い

かなる差別も受けることなく、平等な個人として尊重されま

す。 

解説  

 第５条（個人の尊厳）、第６条（平和的生存権）、第７条（環

境権）は、自治の前提となる権利を規定しています。 

 「個人の尊厳」では、基本的人権の尊重について規定してい

ます。 
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市民協働課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第４条（1）再掲】 

時 期  内 容  

施行前～  

【毎年度実施】  
・人権相談、女性悩みごと相談  

平成１７年度～  ・人権に関する市民向け講演会  

平成２３年度～  

【毎年度実施】  
・人権擁護委員人権教室の小学校開催  

平成２３年度～  ・人権講演会の中学校開催  

平成２７年度  ・日進市人権連絡会の開催  

平成３０年度～  
【毎年度実施】  

・ＤＶ・性暴力被害相談  
・人権・男女共同参画教育研究事業  

 
３ 現状と問題点【一部第４条第１号再掲】 

○市内の小中学校と連携し、名古屋法務局主催の人権に関する作文コンテ

スト及び書道やポスター等の作品コンクールへ参加し、各校から多くの

作品が応募されています。  

○小中学校で児童や生徒が理解しやすい「いじめ」についてなどの内容で

人権講演会を実施しています。  

○小中学校で人権擁護委員による人権教室を実施し、「いじめ」や「ＳＮ

Ｓについて」の講座を実施しています。  

○人権に関する市民向け講演会、人権擁護委員人権教室の小学校開催、人

権講演会の中学校開催については、年度によって会場や対象校を変えな

がら継続して行っています。  

○人権擁護委員による「人権相談」を実施し、人権侵害に関する様々な案

件に対し助言を行ってきました。  

●人権問題として考えられる内容は幅広く、自分が抱える問題が人権問題

なのかどうかの判断がしにくいため、被害者が相談窓口に繋がりにくい

状況にあると思われます。  

●性（男女平等・性の多様性）による差別が人権問題であるという認識が

社会的に薄く、理解の促進が必要と思われます。  

●本市の人権に関する活動の推進は、人権擁護委員の活動と一体的に取り

組んでいますが、委員は法務大臣が委嘱する民間ボランティアのため、

名古屋法務局・人権擁護委員名古屋協議会の業務が多忙になれば、本市

域内での活動を縮小せざるをえない状況があります。  
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４ 今後の方向性【第４条第１号再掲】 

○人権に関する市民向け講演会、人権擁護委員による人権教室の小学校開

催、人権講演会の中学校開催を今後も行い、様々な人権問題をわかりや

すく啓発し、意識改革を図ります。  
○小中学生への人権啓発の一環として、引き続き「人権・男女共同参画教

育研究事業」を実施します。年間を通じて各校及び各地域に即した関連

授業（事業）を実施することで、男女平等・共同参画について、小児期

からの理解促進に努めます。  

 

 

地域福祉課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・日進市障害者基本計画の点検・評価  

平成１９年度～  
【毎年度実施】  

・認知症サポーター養成講座の実施  

平成２０年度  ・第２次日進市障害者基本計画の策定  

平成２５年度  ・第２次日進市障害者基本計画（後期計画）の策定  

平成２７年度  ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する日進市職

員対応要領の策定  
・障害者差別解消法研修会の実施  

平成２８年度～  

【毎年度実施】  
・障害者差別解消法研修会・講演会の実施  

平成３０年度  ・第３次日進市障害者基本計画の策定  

・ヘルプマーク及びヘルプカードの作成、配布  

・認知症地域支援推進員を配置  

・認知症初期集中支援チームを設置  

 
３ 現状と問題点 

〇障害のある方への合理的配慮を行うために必要となる障害への理解や

望まれる対応について講演会や研修、パンフレット、市広報を通じて周

知啓発を行っています。  

○障害のある方などが周囲に自分の障害等への理解や支援を求めること

ができるよう、ヘルプマーク及びヘルプマークを作成し、配布していま

す。  

○認知症への理解を深め、認知症の方への接し方を学ぶ認知症サポーター

養成講座を継続的に開催しています。  

〇認知症総合支援対策として、認知症の方や家族への支援、地域での理解
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を深めるため、認知症地域支援推進員を１名配置し、認知症カフェ開設

等の活動を行っています。また、認知症初期集中支援チームを設置し、

認知症サポート医や看護師・介護系職員の専門職を配置して、認知症の

早期診断・対応に向けた支援体制の構築を図っています。  
●社会的地位によるもの以外にも、障害や病気などに対する偏見や差別を

解消すると共に、必要な支援を行っていく必要があります。  
●市民向け講演会の参加者が固定化される傾向にあります。  

 
４ 今後の方向性 

○障害者の自立と社会参加に向けて、障害に対する理解促進や合理的配慮

について、継続して周知啓発を行っていきます。  

○講演会において当事者の声を聞く機会を設けていますが、今後は、当事

者との交流や相互理解、気づきを得られる機会の創設を検討します。  

○障害福祉分野に限らず、地域共生社会の実現に向けた横断的な学びの場

が必要であると考えます。  

○認知症の方やその家族が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を

目指すため、さらに対策を講じることが必要であると考えます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第６条（平和的生存権） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第６条  

市民は、穏やかな暮らしのもと、平和で安全に生きる権利を

持ちます。 

解説  

 第５条（個人の尊厳）、第６条（平和的生存権）、第７条（環

境権）は、自治の前提となる権利を規定しています。 

 「平和的生存権」では、福祉、保健衛生、防災、防犯、交通

安全等、さまざまな分野の施策や活動によって、広く市民の生

命、財産が守られることを規定しています。 
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危機管理課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・河川水位監視システムの整備  

平成２０年度  ・日進市災害時要援護者地域支援制度の開始  

平成２０年度～  

【毎年度実施】  
・日進市防災会議の開催  

平成２１年度  ・あいち防災セミナーの開催（県との共催）  

平成２２年度  ・愛知県消防操法大会の開催（県との共催）  

平成２４年度～  

【毎年度実施】  
・地域合同総合防災訓練の実施（～平成２８年度）  

平成２５年度  ・防災同報サイレンシステムの整備  

平成２６年度  ・学区別子ども防災マップの作成  

平成２７年度  ・太陽光発電システムの整備（災害対策本部用）  

平成２８年度～  

【毎年度実施】  
・防災同報サイレン試験吹鳴の実施  

・地域防災研修の実施（若手職員向け）  

平成２９年度  ・日進市業務継続計画の作成  

平成２９年度～  

【毎年度実施】  
・緊急参集訓練の実施  

平成３０年度  ・避難所開設・運営訓練の実施  

 
３ 現状と問題点 

○各自主防災組織が自発的・継続的に実施している防災訓練等を通じて、

自助・共助の必要性・重要性といった防災思想の普及が行われており、

現在市内に設立されている３８の自主防災組織の内４団体がその功績

を認められ、防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞しています。  

○愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査報告書（愛知県

作成）を基に必要最低限の備蓄を行っているほか、防災同報サイレン等

の防災システムの整備を行う等公助としての備えを実施しています。  

○平成２０年度から障害者や高齢者といった災害時の避難に支援が必要

な方の避難行動を支援するための災害時要援護者地域支援制度を、平成

２４年度から平成２８年度まで地域や関係機関と連携した地域合同総

合防災訓練を各小学校区で、平成３０年度からは、自助・共助・公助の

力を合わせた、避難所開設・運営訓練を拠点避難所で実施しています。

その中で、コミュニケーションボードを使った外国人を想定した訓練も

行いました。  

○職員向けとして、若手職員を対象に防災の知識・技術を学ぶための地域

防災研修を実施しているほか、緊急参集訓練の実施や業務継続計画の作
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成等、危機管理体制の充実に向けた取組を実施しています。  
●市民意識調査における、「地震や風水害などの防災対策に関する満足度」

では、調査当初と比較して満足度が上がっていますが、近年では下降傾

向も見られます。  
（H20：20.1％ H26：25.5％ H28：27.4％ H30：24.0％）  

 

４ 今後の方向性 

○引き続き、自主防災組織や関係機関等と連携し、自助・共助の必要性・

重要性を市民に認識していただくため、防災に関する意識啓発を行って

いきます。  

○市も災害時に公助の力を発揮できるよう危機管理体制の充実を図るほ

か、地域の自主防災組織の活動の支援を継続していきます。  

○これらの活動を通じて、いつ起きるか分からない災害に備えていき、防

災対策に関する満足度の向上を図っていきます。  

 

生活安全課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度  ・日進市安全なまちづくり条例制定  

平成２１年度  ・日進市安全なまちづくり推進会議設置要綱制定  

平成２２年度  ・日進市防犯パトロール車の貸出しに関する要綱制定  

・日進市交通安全条例改正  

・日進市運転免許自主返納支援事業実施要綱制定  

平成２３年度  ・尾張市町交通災害共済組合規約改正  

平成２４年度  ・日進市暴力団排除条例制定  

・防犯防災の年末夜警合同出発式  

・赤池駅前防犯カメラ設置  

平成２５年度  ・防犯灯 LED 化  

平成２６年度  ・日進市自転車等の放置防止に関する条例改正  

・日進市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則改

正  

・赤池駅周辺の自転車駐輪場完全有料化  
・日進市防犯カメラ設置費補助金要綱制定  
・米野木駅前及び日進駅前防犯カメラ設置  
・日進市・長久手市の合同による防犯講座開催  

平成２７年度  ・GIS システム防犯機能強化  
・主要幹線防犯カメラ設置調査  
・主要幹線防犯灯設置（岩作諸輪線米野木駅周辺）  
・青パト講習会の市職員と自主防犯団体の合同開催  
・日進市児童・生徒用ヘルメット購入費助成事業実施要
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綱制定  

平成２８年度  ・愛知淑徳大学と大学連携による防犯音声データ作成  

・名古屋学芸大学と大学連携による啓発品の作成  

・主要幹線防犯カメラ設置  

・市イベントにおける防犯活動団体の防犯啓発  

・市内立地企業との交通安全啓発活動強化  

平成２９年度  ・青パトへのドライブレコーダーの設置（交通安全及び

防犯のため）  

平成３０年度  ・米野木駅周辺の自転車放置禁止区域の設定準備  

・自主防犯団体総会における市・警察の合同参加  

 
３ 現状と問題点 

【防犯】  
○平成２２年の日進市における刑法犯総数は１，４９７件、平成３０年の

日進市における刑法犯総数は４４５件とおよそ７０％減と著しく改善

されました。    
●刑法犯総数は減少していますが、特殊詐欺など新たな犯罪が発生してい

ます。  
●自主防犯団体は増加傾向ですが、構成員の高齢化が見られ、今後、団体

の維持が困難な団体も見受けられます。  

 
【交通安全】  
○人口１千人あたりの市内人身事故発生件数は良化傾向が見られます。

（H21：7 件→H29：4.6 件）  
●交通安全に対する満足度は上昇していますが、３０％前半で推移してお

り、満足度が高いとはいえません。  
●交通安全啓発活動を行う組織は高齢化が進んでいます。  

 
４ 今後の方向性 

【防犯】  
○市と警察と市民が一体となって防犯啓発活動を進めます。  
○ハード面の対策として防犯灯と防犯カメラの設置を進めます。  
○ソフト面の対策としては、自主防犯団体・少年防犯活動推進委員会の活

動を支援するために、研修や啓発活動の支援などを行います。  

 
【交通安全】  
○交通安全の面においても、引き続き市民及び警察と一体となって啓発活

動を進めます。  
○特に企業と連携した活動を強化していくことで、高齢化等により縮小し

ている啓発活動を維持していきます。  

- 39 -



 

日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第７条（環境権） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  
第７条  

市民は、良好な環境の中で生きる権利を持ちます。 

解説  

 第５条（個人の尊厳）、第６条（平和的生存権）、第７条（環

境権）は、自治の前提となる権利を規定しています。 

 「環境権」には、自然環境だけでなく、生活環境も含めた広

い意味での環境が含まれています。市民は、良好な環境の恵み

により、健康で、安全で、文化的な生活を営む権利を有すると

ともに、かけがえのない恵み豊かな環境を将来に引き継ぐ責務

があります。そこで、本条において環境に対する権利を規定す

るとともに、第１１条（市民の役割と責務）において、その環

境を次の世代に引き継ぐ役割と責務について規定しています。

なお、環境分野における基本条例として、「日進市環境まちづ

くり基本条例」があります。 
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環境課 

 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

施行前～  

【毎年度実施】  
・環境基本計画年次報告書の作成・公表  

施行前～  

【毎年度実施】  
・環境まちづくり評価委員会の開催（環境基本計画の進

捗管理、学識経験者７名、１～２回開催／年）  

施行前～（随時） ・環境保全協定の締結（昭和６２年開始、延べ９件）  

平成２６年度  ・環境基本計画中間改訂  

施行前～  
【毎年度実施】  

・にっしんエコフェスタ開催（～平成２７年度）  

平成２８年度~ 
【毎年度実施】  

・にっしんわいわいフェスティバル開催  

平成２９年度  ・にっしんＥＳＤ推進基本方針策定  

 
３ 現状と問題点 

【環境基本計画】  

○環境権に含まれる「環境」を実現するために、環境まちづくり基本条例

に基づいた環境基本計画を策定し、創出・保全・普及啓発等各事業を推

進しています。  

●環境基本計画に基づいた分野別計画の着手率は改善していますが

（H22：49.88％→H29：98％）、「東部丘陵環境保全型公園の整備」や

「ため池保全計画の策定」等、施設整備や計画策定に関する施策は多額

の経費がかかるため進捗が芳しくありません。  

●この状況については、諮問機関である環境まちづくり評価委員会から

も、市の上位計画（総合計画）に主要事業として位置づけ、事業内容の

改善等を図るべきと答申をいただいています。  

 
【にっしんＥＳＤ推進基本方針】  

※「ＥＳＤ＝持続可能な開発のための教育」  

○ＥＳＤについては「持続可能な社会を実現するための人づくり」と捉え、

平成２９年度に基本方針を作成し、平成３０年度から推進しています。 

●市民に対する人づくりとしては「生涯学習」という観点から教育委員会

が、また、本市の事業に幅広く関係するという観点からは企画部局が関

わるため、望ましい推進体制について検討が必要と考えています。  

 
【環境保全協定】  

○環境保全協定については、市内で新たに大規模な工場等を建設する企業

に対し、協定の締結を申し出た結果、昭和６２年の締結をはじめ、現時
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点で 8 件の締結に至っています。（締結件数 H19.4：3 件→H30.4：8 件。

※H28 中に１社撤退）  
●締結に至らなかった企業も多くあるほか、締結から時間が経っているも

のもあるため、締結の基準、現行規定での再締結を含め検討する必要が

あります。  

 
４ 今後の方向性 

【環境基本計画】  

○環境については、環境基本計画等に基づいた施策を、環境まちづくり評

価委員会による進捗管理によって継続実施していきます。  

○現在進行している第６次総合計画の策定作業において、未着手の施設整

備施策等に関する議論を進めていきます。  

 
【にっしんＥＳＤ推進基本方針】  

○ＥＳＤ推進については、当面は基本方針を基に、単年度計画を立案し推

進していきます。  

○基本方針の見直し、中長期計画の策定など、社会情勢の変化に合わせた

より効率的な推進方法を検討していきます。  

○国はＥＳＤを「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

を実現するための人づくり」と位置づけており、

ＳＤＧｓについても今後注視し、総合計画に位置づけて重要施策として

取り組んでいく必要があると考えます。  

※「ＳＤＧｓ＝持続可能な開発目標」  

平成２７年に国連が定めた世界共通の目標  

 
【環境保全協定】  

○環境保全協定については、地域住民の健康を保護し、快適かつ良好な生

活環境を保全するため、より多くの企業と締結するように努めていきま

す。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第８条（目的） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第８条 

市民は、市政について市議会及び市の執行機関の持っている

情報を知る権利を持ちます。 

解説  

「知る権利」は、市民参加や協働の前提として、市議会と市の

執行機関が持っている市政についての情報の公開を求めるた

めに欠かせないものです。この権利を保障するために、第２１

条（開かれた市政運営）において「日進市情報公開条例（平成

１１年１０月１日施行）」について規定しています。 
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総務課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２４年度  ・情報公開制度研修  

平成２５年度  ・情報公開制度・個人情報保護制度研修  

平成３０年度  ・情報公開制度研修  

平成３０年度  ・情報公開条例逐条解説策定  

 
３ 現状と問題点 

●実施機関に対し、情報公開請求に対する事務手続に関し、具体的事例ご

とに説明しているので、公文書公開請求件数の多い部署においては制度

の理解が浸透してきているが、件数の少ない部署については、事務手続

がスムーズに行えるよう周知を図る必要があります。  
●また、公開すべき情報と個人情報等として保護すべき情報の判断を的確

に行う必要があり、そのために各職員の習熟度を向上させる必要があり

ます。  
※情報公開件数については、別添資料 自治行政の実績抜粋のとおり。 

 
４ 今後の方向性 

○開かれた市政の実現のために、市が保有する情報を積極的に公表してい

ると考えます。しかし、部分公開決定に対する審査請求により原処分が

変更となることもあるため、公開・非公開の判断については、実施機関

に対して更なる理解度の向上を図る必要があります。  
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別添資料 自治行政の実績抜粋 

情報公開制度の運用状況 

 
○平成１９年度 

公開請求件数 １００件 
処理状況 公開 ３１件 

部分公開 ３６件 
非公開 ５件 
却下 ２５件 
取下げ ３件 

不服申立状況 
    平成１９年度分 ２件（次年度へ継続 ２件） 
 
 
○平成２０年度 

公開請求件数 ６９件 
処理状況 公開 ３２件 

部分公開 ２４件 
非公開 ０件 
却下 １１件 
取下げ ２件 

不服申立状況 
    平成２０年度分 ３件 
 
 
○平成２１年度 

公開請求件数 １０９件 
処理状況 公開 ５３件 

部分公開 ４１件 
非公開 ２件 
却下 １２件 
取下げ １件 

不服申立状況 
    平成２１年度分 ２件 
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○平成２２年度 
公開請求件数 ８５件 
処理状況 公開 ２９件 

部分公開 ４６件 
非公開 ０件 
却下 １０件 
取下げ ０件 

不服申立状況 
    平成２２年度分 ３件 
 
 
○平成２３年度 

公開請求件数 １０６件 
処理状況 公開 ２６件 

部分公開 ５３件 
非公開 ０件 
却下 ２４件 
取下げ ３件 

不服申立状況 
    平成２３年度分 １件 
 
 
○平成２４年度 

公開請求件数 ９５件 
処理状況 公開 ２３件 

部分公開 ４６件 
非公開 ２件 
却下 ２１件 
取下げ ３件 

不服申立状況 
    平成２４年度分 １件（処理状況：取下げ） 
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○平成２５年度 
公開請求件数 ７１件 
処理状況 公開 ２８件 

部分公開 ２７件 
非公開 ２件 
却下 １０件 
取下げ ４件 

不服申立状況 
    平成２５年度分 １件 
 
 
○平成２６年度 

公開請求件数 ７５件 
処理状況 公開 ４２件 

部分公開 １６件 
非公開 ０件 
却下 １２件 
取下げ ５件 

不服申立状況 
    平成２６年度分 ０件 
 
 
○平成２７年度 

公開請求件数 ５９件 
処理状況 公開 ２４件 

部分公開 １９件 
非公開 ２件 
却下 １３件 
取下げ １件 

不服申立状況 
    平成２７年度分 １件 
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○平成２８年度 
公開請求件数 １２３件 
処理状況 公開 ４０件 

部分公開 ４４件 
非公開 ３７件 
取下げ ２件 

不服申立状況 
    平成２８年度分 ２件 
 
 
○平成２９年度 

公開請求件数 ９２件 
処理状況 公開 ４４件 

部分公開 ２２件 
非公開 ２４件 
取下げ ２件 

不服申立状況 
    平成２９年度分 ３件（次年度へ継続 ３件） 
 
 
○平成３０年度 

公開請求件数 １０３件 
処理状況 公開 ４５件 

部分公開 ２０件 
非公開 ３８件 
取下げ ０件 

不服申立状況 
    平成３０年度分 ０件 
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第９条（個人情報の保護） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第９条 

 市民は、個人に関する情報が侵されることのないよう保護さ

れる権利を持ちます。 

解説  

「知る権利」によって市政に関する情報が公開される一方

で、市議会及び市の執行機関が持っている個人情報が適切に保

護されるために「個人情報の保護」が必要です。この権利を保

障するために、第２２条（個人情報の適切な取扱い）において

「日進市個人情報保護条例（平成１１年１０月１日施行、全部

改正 平成２７年１０月５日施行）」について規定しています。 
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総務課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２６年度～

【毎年度実施】  
・特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）  

平成２７年度  ・日進市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及

び日進市特定個人情報等取扱規程の策定  

平成３０年度  ・特定個人情報の安全管理措置研修の実施  

平成３０年度  ・個人番号利用事務等取扱要領の策定  

 
３ 現状と問題点 

○個人情報の中でも特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）につい

ては、その利活用範囲の拡大に伴い、安全管理措置の必要性が問われて

います。  
●特定個人情報の漏洩等を防止するための基本方針及び取扱要領につい

ては、策定した内容に基づき、安全管理のための点検・監査に取り組む

必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○各課において策定済みである個人番号利用事務等取扱要領に基づき、特

定個人情報等の事務取扱における安全を確保するため、点検及び監査を

実施していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１０条（権利の尊重） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１０条  
前５条に規定する市民の権利については、公共の福祉に反し

ない限り、最大の尊重を必要とします。 

解説  

 第５条から第９条までに掲げる「市民の権利」は、他人の権

利をお互いに認め合い尊重するなど、社会全体の利益を考慮す

る中で保障されることを規定しています。 

 この条例の中で規定されている「市民の権利」については、

自治（まちづくり）といった観点から包括的に規定しているも

のであり、個別の事案ごとには、同じ「市民」であっても、日

進市に住んでいる人とそうでない人では、その保障される権利

に幅はあります。（例えば生活扶助に関しては、生活保護法の

規定に基づき、日進市に住んでいる人が対象になります。） 
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危機管理課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【一部第６条再掲】 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・河川水位監視システムの整備  

平成２０年度～  

【毎年度実施】  
・日進市防災会議の開催  

平成２０年度  ・日進市災害時要援護者地域支援制度の開始  

平成２１年度  ・あいち防災セミナーの開催（県との共催）  

平成２２年度  ・愛知県消防操法大会の開催（県との共催）  

平成２４年度～  

平成２８年度  

【毎年度実施】  

・地域合同総合防災訓練の実施  

平成２５年度  ・防災同報サイレンシステムの整備  

平成２６年度  ・学区別子ども防災マップの作成  

平成２７年度  ・太陽光発電システムの整備（災害対策本部用）  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・防災同報サイレン試験吹鳴の実施  
・地域防災研修の実施（若手職員向け）  

平成２９年度  
【毎年度実施】  

・緊急参集訓練の実施  

平成２９年度  ・日進市業務継続計画の作成  

平成３０年度  ・避難所開設・運営訓練の実施  

 

３ 現状と問題点【一部第６条再掲】 

○市内３８の自主防災組織が自発的・継続的に実施している防災訓練等を

通じて、自助・共助の必要性・重要性といった防災思想の普及が行われ

ています。  
○愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査報告書（愛知県

作成）を基に必要最低限の備蓄を行っているほか、防災同報サイレン等

の防災システムの整備を行う等、公助としての備えを実施しています。 
○平成２０年度から障害者や高齢者といった災害時の避難に支援が必要

な方の避難行動を支援するための災害時要援護者地域支援制度を、平成

２４年度から平成２８年度まで地域や関係機関と連携した地域合同総

合防災訓練を各小学校区で、平成３０年度からは、自助・共助・公助の

力を合わせた、避難所開設・運営訓練を拠点避難所で実施しています。

その中でコミュニケーションボードを使った外国人を想定した訓練も

行いました。  
○職員向けとして、若手職員を対象に防災の知識・技術を学ぶための地域

防災研修を実施しているほか、緊急参集訓練の実施や業務継続計画の作

成等、危機管理体制の充実に向けた取組を実施しています。  
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４ 今後の方向性 

第６条で定める市民の平和で安全に生きる権利を最大限尊重できるよう

以下の点において平常時より対策を進め、災害に備えます。  
○市の防災対策の指針となる地域防災計画を国の防災基本計画や県の地域

防災計画の修正に合わせて防災会議を開催し、適宜見直しを行います。  
○災害関連各種システム（全国瞬時警報システム（J-ALERT）、防災同報サ

イレンシステム、デジタル地域防災無線、河川水位監視システム、太陽

光発電システム）の点検、作動確認を継続します。  
○地域や関係機関等と連携し、避難所開設・運営訓練等を通して自助・共

助・公助の力を合わせた対応が円滑に行えるように進めていきます。災

害時要援護者地域支援制度について、改めて各地域に制度の周知と支援

体制の確認を行います。  
○若手職員を対象とした地域防災研修を継続し、緊急参集訓練の実施や業

務継続計画の説明会を開催する等、災害時の公助の力を最大限発揮でき

るよう平常時より備えていきます。  

 

地域福祉課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【一部第５条再掲】 

時 期  内 容  

平成１９年～  

【毎年度実施】  
・高齢者虐待について地区ケア会議等での研修、事例報

告  

・医療機関や居宅介護事業所への周知  

・高齢者虐待ネットワーク代表者会議の開催  

平成１９年度～  
【毎年度実施】  

・認知症サポーター養成講座の実施  

平成２５年度～  
【毎年度実施】  

・高齢者及び障がい者虐待ネットワーク代表者会議の開

催  

平成２７年度  ・障害を理由とする差別についての相談窓口設置  

・障害者差別解消法研修会実施  

平成３０年度  ・ヘルプマーク及びヘルプカードの作成、配布  

・認知症地域支援推進員を配置  

・認知症初期集中支援チームを設置  

 

３ 現状と問題点【一部第５条再掲】 

○認知症への理解を深め、認知症の方への接し方を学ぶ認知症サポーター

養成講座を継続的に開催しています。  

〇認知症総合支援対策として、認知症の方や家族への支援、地域での理解

を深めるため、認知症地域支援推進員を１名配置し、認知症カフェ開設

等の活動を行っています。また、認知症初期集中支援チームを設置し、
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認知症サポート医や看護師・介護系職員の専門職を配置して、認知症の

早期診断・対応に向けた支援体制の構築を図っています。  
●障害のある方への合理的配慮を行うために必要となる障害への理解や

望まれる対応について講演会や研修、パンフレット、市広報を通じて周

知啓発を行っていますが、市民向け講演会の参加者が固定化される傾向

にあります。  
●虐待防止の啓発について、高齢者や障害者のみならず、人権擁護の面か

ら児童も含めた啓発のあり方の再考が必要です。  

 

４ 今後の方向性【一部第５条再掲】 

○障害者の自立と社会参加に向けて、障害に対する理解促進や合理的配慮

について、継続して周知啓発を行っていきます。  

○講演会において当事者の声を聞く機会を設けていますが、今後は、当事

者との交流や相互理解、気づきを得られる機会の創設を検討します。  

○障害福祉分野に限らず、地域共生社会の実現に向けた横断的な学びの場

が必要であると考えます。  

○今後も関係者への啓発を引き続き行うとともに、市民への周知のあり方

を考えていきます。  

○認知症の方やその家族が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を

目指すため、さらに対策を講じることが必要であると考えます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１１条（市民の役割と責務）第１項 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  
第１１条  
市民は、良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任を持ちます。 

解説  

 市民が担う役割や果たすべき責務を定めています。 

 第１項では、第７条で規定した「環境権」と合わせ、役割と

責務について規定しています。 
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環境課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【一部第７条再掲】 

時 期  内 容  

施行前～  ・環境方針制定・改定  

施行前～  

【毎年度実施】  
・環境基本計画年次報告書の作成・公表  

施行前～  

【毎年度実施】  
・にっしんエコフェスタ開催（～平成２７年度）  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・にっしんわいわいフェスティバル開催  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・生活環境に関する困りごとＱ＆Ａ発行  

平成２９年度  ・にっしんＥＳＤ推進基本方針策定  

 
３ 現状と問題点【一部第７条再掲】 

【環境方針】  

○環境方針の基本理念には、次の世代につなげられる持続可能な環境の実

現に向けて、自治体としての社会的責任を果たすとあり、その実現に努

めるため市民・事業者・行政が連携すると基本方針にあります。  

【生活環境に関する困りごとＱ＆Ａ】  

○快適な環境の中で生活していただくためには、市民の皆様ひとりひとり

が身近なことから取り組むことが大切であるとし、お問い合わせやご意

見が多く寄せられる項目をまとめたパンフレットを広報に折り込み配

布しています。  

（生活環境に関する相談Ｈ２７：１５６件→Ｈ２９：１２７件）  

【にっしんＥＳＤ推進基本方針】  

 ※「ＥＳＤ＝持続可能な開発のための教育」  

○ＥＳＤについては「持続可能な社会を実現するための人づくり」と捉え、

平成２９年度に基本方針を作成し、平成３０年度から推進しています。 

●市民に対する人づくりとしては「生涯学習」という観点から教育委員会

が、また、本市の事業に幅広く関係するという観点からは企画部局が関

わるため、望ましい推進体制について検討が必要と考えています。  

 
４ 今後の方向性【一部第７条再掲】 

【生活環境に関する困りごとＱ＆Ａ】  
○今後もお問い合わせやご意見が多く寄せられる項目の中から、市民の皆

様が良好な環境を次の世代に引き継ぐことの参考になる項目を紹介する

ことに努めていきます。  
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【にっしんＥＳＤ推進基本方針】  

○国はＥＳＤを「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

を実現するための人づくり」と位置づけており、

ＳＤＧｓについても今後注視し、総合計画に位置づけて重要施策として

取り組んでいく必要があると考えます。  
※「ＳＤＧｓ＝持続可能な開発目標」  

平成２７年に国連が定めた世界共通の目標  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１１条（市民の役割と責務）第２項 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１１条  
２ 市民は、市政の運営に関し、市議会及び市の執行機関を注

視し、市民の信託に的確に応えているかどうかを見守るよ

う努めます。  

解説  

 市民が担う役割や果たすべき責務を定めています。 

 第２項では、市民は、市政について関心を持ち、市議会や市

の執行機関が市民からの信託にしっかり応えているかどうか

をチェックするよう努めることを規定しています。 
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秘書広報課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２５年度～  ・ホームページのリニューアル  

・広報紙のスマホ閲覧アプリの提供  

平成２７年度～  ・市フェイスブック、市ツイッターの開設  

平成２８年度～  ・行政番組「にっしんテレビ」の YouTube 配信開始  

 
３ 現状と問題点 

○市民がチェックできるよう、紙、動画、インターネットと多くの媒体を

使い、市政情報を周知しています。  
○市政に関心を抱いてもらえるよう、フェイスブック、YouTube など、SNS

を活用しています。  
○市政への理解を深めてもらえるよう、市の取り組みやニュースを映像で

配信しています。（にっしんテレビ）  

 
４ 今後の方向性 

市政情報を広く市民に行き渡らせるため、  

○情報が確実に届くように発信していく必要があります。  

○年齢に適した広報媒体を使った情報提供が必要です。  

○時代に適した情報提供の手法を使っていく必要があります。  

 

市民協働課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第４条再掲】 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・日進市自治基本条例の制定、施行  

平成１９年度～  
【毎年度実施】  

・自治推進委員会の開催【第１条、第２条再掲】  

平成２２年度  ・議会基本条例制定  

平成２４年度  ・市民参加及び市民自治活動条例制定  

平成２４年度  ・住民投票条例制定  

平成２７年度  ・個人情報保護条例制定  

 
３ 現状と問題点 

○市民参加及び市民自治活動条例を制定し、規定されている手続き方法に

基づいて市民の意見を表明する機会が担保されています。  
  市民参加手続実施件数  

（H25：40 件、H26：43 件、H27：39 件、H28：27 件、H29：51 件、

H30：36 件）  
○自治基本条例の理念を意識し、市長及び議員は市民の信託に応えて市政

- 59 -



を行っています。   
●市民意識調査結果では、市政全般に対する満足度が向上してきました

が、直近の調査では低下しました。  
（H20：48.9％、H23：53.4％、H26：55.3％、H28：56.7％、H30：51.5％） 

 
４ 今後の方向性 

○市民の意見を表明する機会が設けられていることをより多くの市民が自

覚し、市民としての責任を持った発言・行動ができるよう、引き続き、

制度周知や活用促進を行っていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１１条（市民の役割と責務）第３項 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１１条  
３ 市民は、行政サービスその他市政の執行に要する費用につ

いて、応分の負担をします。 

解説  

 市民が担う役割や果たすべき責務を定めています。 

 第３項では、健全な財政運営と財政基盤の確立のためには、

市民の応分の負担（市民税や使用料等）が不可欠だと考え、そ

の必要な負担を市民全体で分かち合うことを規定しています。 
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財政課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度  ・公共料金の見直し実施  

平成２４年度  ・公共料金の見直し実施  

平成２６年度  ・消費税改正に係る見直し実施  

平成２８年度  ・公共料金の基本的な考え方【改訂版】策定  

平成２９年度  ・公共料金の見直し実施  

 
３ 現状と問題点 

○概ね５年ごとの見直しにより、応分の負担をしていただいています。  
＜公共料金（使用料）の算定方法＞  

使用料  ＝  原価  × 受益者負担割合  
 
 ＜公共料金（手数料）の算定方法＞  
  手数料  ＝  原価（１件あたりの単価）  

 
４ 今後の方向性 

○事務の簡素化や効率化を進め経費削減に努めていきます。  

○また、近隣市町や民間の同種施設の料金を考慮しながら、引き続き、原

則５年ごとに見直しを行います。  

 

税務課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度～

【毎年度実施】  

・市税要覧を作成し市ホームページ等で公表  

 
３ 現状と問題点 

○毎年、税制度の変更があり条例等の変更に対応しています。  

●税制度の変更に対応して、法令、条例等に定められた税金を適正に課税

するため、確認作業等にコストをかけて対応する必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○法令等に定められた税金を適正に課税できるよう、税務署等関係機関と

密に連携します。  
○市民に納付への理解を得られるよう、市税収入の状況など公表と制度の

周知を実施します。  
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収納課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度～

【毎年度実施】  
・日進市納税推進員配置  

平成２０年度～

【毎年度実施】  
・コンビニエンスストアでの市税収納業務開始  

（軽自動車税）  

平成２１年度～

【毎年度実施】  
・コンビニエンスストアでの市税収納業務開始  

（国民健康保険税）  

平成２３年度～  ・豊田尾張東部地方税滞納整理機構が設置され、日進市

も参加【令和元年度をもって廃止】  

平成２５年度～

【毎年度実施】  

・休日納税相談（月２回）開始  

平成２５年度～

【毎年度実施】  

・コンビニエンスストアでの市税収納業務開始  
（固定資産税・市民税）  

平成３１年度～

【毎年度実施】  
・コンビニエンスストアでの市税収納業務開始  

（市税督促状・口座振替不納通知）  

 
３ 現状と問題点 

○コンビニ納付の導入による市税納付の利便性の向上を図るとともに、納

税推進員の臨戸訪問による初期滞納対策、県主導による滞納整理機構と

の徴収連携などによる徴収事務により、収納率の向上が図られていま

す。（平成２０年度市税収納率 93.91％ → 平成３０年度市税収納率

97.65％）  
●納付方法の拡大、ライフスタイルの多様化に伴い、電子納付など新たな

納付環境の整備が求められつつあることが課題です。  

 
４ 今後の方向性 

○クレジット収納等、新たな納付環境の整備を検討し、納税者の方の利便

性を図ることで収納率の向上（＝応分の負担）を目指します。  
○新たな納付環境の整備にあたっては、費用対効果も考慮しながら、他自

治体の状況を調査・研究し、運用方法を検討します。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１２条（市議会の役割と責務） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１２条 市議会は、日進市の意思決定機関として、市民の意

思を的確に反映した市政の実現のために権能を発揮すると

ともに、市政の運営に関し、市の執行機関を監視する役割を

果たさなければなりません。 

２ 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関

して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。  

解説  

市民の代表機関である市議会の担う役割や果たすべき責務

について定めています。 

市議会の役割については、地方自治法のなかで、条例の制定

改廃や予算の決定等の議決、執行機関に対する監視などが規定

されています。地方分権時代における市議会の役割は一層重要

なものになると考え、本条例においても市議会の役割について

規定しています。 

 第２項では、市議会の役割と責務その他議会運営に関して必

要な事項について、別に条例を定めることとし、市議会におい

て「日進市議会基本条例（平成２３年４月１日施行）」が制定

されました。なお、議員の政治倫理に関する条例として、「日

進市議会議員政治倫理条例（平成１９年１０月１日施行）」が

あります。 
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議事課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２３年度  ・日進市議会基本条例施行  

平成２３年度～ 

【毎年度実施】  
・議会報告会を実施  

平成２４年度  ・日進市議会基本条例一部改正  

平成２５年度  ・日進市議会基本条例一部改正  

平成３０年度  ・日進市議会基本条例一部改正  

 
３ 現状と問題点 

○日進市議会基本条例は、条例施行後、３回の一部改正が行われました。 

○平成２９年度から平成３０年度にかけて日進市議会基本条例の見直し

検討会議が設置され、１３回の開催を経て規定の見直しが行われまし

た。  

●議会報告会は、年々参加人数が減少傾向にあり、また、参加者が固定化

されてきています。  

 （H27：80 名、H28：74 名、H29：39 名、H30：49 名）  

 
４ 今後の方向性 

○日進市議会基本条例第２１条に記載されているとおり、市議会は、必要

があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講

ずることとなっています。  

○議会報告会は、議会運営委員会にて開催内容等を検討していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１３条（市長の役割と責務）第１項 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１３条  

市長は、この条例を遵守し、市民の信託に応え、公正、公平

かつ誠実に市政を運営し、市民主体の自治を推進しなければ

なりません。 

解説  

市議会とともに、市民の代表機関としての市長が担うべき役

割や果たすべき責務を定めています。 

第１項では、市長が市政運営を行うにあたっての基本的事項

を規定しています。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【一部第１条再掲】 

時 期  内 容  

平成１９年度～  

【毎年度実施】  
・自治推進委員会の開催  

 ２年１期として年３回程度開催  

＜審議内容＞  

  ○日進市自治基本条例の検証について 

  ○（仮称）日進市市民参加及び市民自治活動条例に

関すること  

  ○市民参加及び市民自治活動条例に規定する定期

的な評価方法について  

  ○日進市自治基本条例に規定する委任条例につい

て  

  ○日進市自治基本条例（平成１９年日進市条例第２

４号）第２８条の規定に基づく条例の見直しの検

証について  

  ○日進市自治基本条例（平成１９年日進市条例第２

４号）第２７条第２項に規定する条例の遵守の検

証について  

・自治基本条例啓発の実施  

平成２３年度  ・日進市市民参加及び市民自治活動条例制定  

平成２４年度  ・日進市住民投票条例制定  

平成２９年度  ・日進市自治基本条例  １０年の歩み展開催  

平成３０年度  ・係長級職資格試験の学科試験出題範囲へ自治基本条例

を追加  

 
３ 現状と問題点【一部第１条再掲】 

○条例に基づき市民参加手続を適正に実施しています。  

○市民参加・活動が一般的になり、協働が浸透しています。  

○自治推進委員会において、自治基本条例及び委任条例に基づく、市政運

営を行っているか定期的な検証及び評価を受けています。  

○自治基本条例に定める委任条例を全て制定しました。  

●市民意識調査結果では、年々自治基本条例の認知度が下がっていました

が、施行１０周年記念の取組もあり、直近の調査では向上しました。し

かし、認知度そのものは低い状況にあります。  

（H20：21.3％、H23：10.1％、H26：6.4％、H28：5.5％、H30：7.6％） 

●自治基本条例の制定から１０年が経過し、条例の運用状況を確認する段

階から、条例に基づく、より質の高い市政運営のあり方を調査審議する

段階へ移行する必要があります。  
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４ 今後の方向性 

○自治基本条例の認知度を向上させていきます。  
○市民主体の自治の推進に向け、市民、市議会、市の執行機関それぞれの

役割について、より具体化していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１３条（市長の役割と責務）第２項 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１３条  

２ 市長は、市政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し、

その実現に取り組まなければなりません。 

解説  

市議会とともに、市民の代表機関としての市長が担うべき役

割や果たすべき責務を定めています。 

第２項では、市長が将来の展望や方針を示すことにより、市

長の統轄の下に各執行機関が一体となって、市政の推進を図る

ことを規定しています。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２３年度  ・地方自治法改正による市町村の総合計画策定義務の廃

止  

平成２３年度～  ・第５次日進市総合計画期間開始  

・総合計画推進体制の確立・実施  

 （総合計画推進本部、総合計画推進部会）  

・実施計画の策定【毎年度実施】  

・市民意識調査の実施  

（Ｈ２３年度、Ｈ２６年度、Ｈ２８年度、Ｈ３０年度） 

平成２７年度  ・日進市議会の議決すべき事件を定める条例に日進市総

合計画の基本構想部分を議決すべき事件として規定  

平成３０年度～  ・第６次日進市総合計画策定開始  

 
３ 現状と問題点 

○確立した総合計画推進体制に基づき、毎年度、推進を行っています。  
●達成することが非常に困難な目標値の設定があることから、指標の達成

率が低くなっています。  
大施策の成果指標 達成率１９．２％（中間値基準５．８％）  
中施策の成果指標 達成率２５．４％（中間値基準１５．９％）  

●時代の経過により、内容や指標の見直しが必要となっています。  

 
４ 今後の方向性 

○第６次日進市総合計画策定するにあたり、市民参加を行いながら、時代

に即したより効果的な総合計画となるよう、検討を行っていきます。  
○併せて、第６次日進市総合計画の推進についても、手法の検討を行って

いきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１３条（市長の役割と責務）第３項 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１３条  

３ 市長は、市職員を適切に指揮監督し、リーダーシップを発

揮して、市政の運営を行わなければなりません。 

解説  

市議会とともに、市民の代表機関としての市長が担うべき役

割や果たすべき責務を定めています。 

 第３項では、市長が市政運営にあたって、市職員に対するリ

ーダーシップを発揮することを規定しています。「市職員」に

は、市長部局の職員だけでなく、他の執行機関の職員も含みま

す。（執行機関については、第１条の解説を参照ください。） 
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人事課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２１年度～ 【毎年度実施】 ・内定者へ市長講話の実施  

平成２５年度～ 【毎年度実施】 ・職員との座談会の実施  

平成２６年度～ 【毎年度実施】 ・新規採用職員成果報告会の実施  

平成２６年度  ・年度末に市長訓示の実施  

平成２７年度  ・年度末に市長訓示の実施  

平成２８年度  ・年度末に市長訓示の実施  

平成２９年度～ 【毎年度実施】 ・年度始め訓示式の実施  

 
３ 現状と問題点 

○内定者に対し、入庁前に市長講話を実施することによって、職員として

の意識の醸成を図っています。  

○職員が市長と交流する機会を設けるため、職員との座談会を実施してい

ます（平成３０年度受講者２１名）。  

○平成２６年度から平成２８年度まで、部長級、部次長級、課長級課長、

課長級主幹への昇任者（園長を除く。）に対し、年度末に市長訓示を実

施しています。  
○平成２９年度から課長級課長以上の職員へ年度始め訓示式を実施して

います。  

○新規採用職員が正式採用となった後に、条件付採用期間中の成果を直接

市長へ報告する機会を設けています（平成３０年度受講者１６名）。  

●市長と職員との関係性から、職員が聞き手となり、市長が一方的に話を

する場になりやすいため、目的に応じた実施方法を精査する必要があり

ます。  

 
４ 今後の方向性 

○組織が一丸となって業務を遂行するため、今後も定期的に市長からの訓

示等を行います。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１４条（市職員の役割と責務） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１４条 市職員は、市民との信頼関係づくりに努め、市民全

体のために、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、市民主体

の自治を推進しなければなりません。 

２ 市職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上

に取り組まなければなりません。 

解説  

市の執行機関に属する全ての職員の担うべき役割や果たす

べき責務を定めています。 

地方公務員法のなかで、法令遵守義務、守秘義務、職務専念

義務などが規定されていますが、第１項では改めて市職員が職

務を行うにあたって守るべき基本的事項を規定しています。 

 地方分権時代を迎え、市職員には更なる資質や能力の向上が

求められます。第２項では、市職員は市政の専門スタッフとし

て、また市民参加や協働によるまちづくりのコーディネーター

として、必要な知識の習得や能力の向上に取り組むことを規定

しています。 
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人事課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

施行前～  ・人材育成基本方針の策定  

・研修基本方針の策定  

施行前～  

【毎年度実施】  
・各所属での職場研修の実施  

・階層別研修の実施  

・専門研修への派遣研修の実施  

平成２５年度～  

【毎年度実施】  
・日進塾の実施  

平成２６年度～  
【毎年度実施】  

・新規採用職員へ「日進を知ろう研修」の実施  

平成２９年度  ・人材育成基本方針の改定  

平成３０年度～  
【毎年度実施】  

・研修基本方針に「階層別おすすめ研修リスト」記載  

平成３１年度～  ・研修基本方針に各課等の開催する研修を記載  

 
３ 現状と問題点 

○毎年度、研修基本方針を策定し、当該方針に基づき研修を開催していま

す。  

○瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町及び愛知中部水

道企業団で尾張東部職員研修協議会を組織し、圏域での階層別研修を実

施しています（平成３０年度受講者９４名）。  

○経験豊富な職員から若手職員等へ知識の伝承を図るため、日進塾を実施

しています（平成３０年度受講者２２名）。  

○新規採用職員が日進市職員としての意識を醸成し、常に地域に目を向け

る習慣を養うため、「日進を知ろう研修」を実施しています（平成３０

年度受講者１６名）。  

●社会情勢、職員ニーズ等を適切に把握した上で実施する研修を決定する

必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○効果的な研修内容、研修方法等を常に研究し、職員の知識の習得及び能

力向上に取り組みます。  
○ＯＪＴを推進し、各所属における職場研修を充実させる取組を検討して

いきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１５条（市民参加） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１５条  

市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価のそれぞれ

の過程において、自主的に参加することができます。 

２ 子どもは、それぞれの年齢にふさわしいかたちで市政に参

加することができ、能力に応じた役割を果たすことができま

す。 

３ 市民は、子どもが能力に応じた役割を果たすことができる

よう、適切な支援に努めます。 

４ 市議会及び市の執行機関は、市民が市政に参加する場や機

会を多く提供し、誰もが参加しやすい多様な工夫と環境づく

りを行わなければなりません。 

５ 前各項に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条

例で定めるものとします。 

解説  

第１項では、「市民参加」はあくまで市民の自発的な参加で

あることを規定しており、参加しないことを理由に不利益を受

けるものではありません。 

第２項では、選挙権を持たない子どもも、市民として市政に

参加できることを規定しています。これにより、子どもの考え

や意見を市政に反映するとともに、子どものころから市政に関

心を持ってもらうことができればと考えます。なお、子どもの

権利や参加の機会を保障するため、「日進市未来をつくる子ど

も条例（平成２２年４月１日施行）」を制定しました。 

第３項では、子どもが市政に参加して役割を果たすために必

要となる、周りの大人や地域の支援を規定しています。 

第４項では、市民参加を推進するために、市議会及び市の執

行機関による支援について規定しています。 

 第５項では、市民参加に関して必要な事項について、別に条

例を定めることとし、「日進市市民参加及び市民自治活動条例

（平成２４年１０月１日施行）」を制定しました。 
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市民協働課（第１項、第４項、第５項関係） 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第４条再掲】 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・日進市自治基本条例の制定、施行   

平成１９年度～  

【毎年度実施】  
・自治推進委員会の開催【第１条、第２条再掲】  

平成２２年度   ・議会基本条例制定   

平成２３年度  
【毎年度実施】  

・事務事業の外部評価開始  

平成２４年度   ・市民参加及び市民自治活動条例制定   

平成２４年度   ・住民投票条例制定   

平成２６年度  

【毎年度実施】  
・提案型大学連携協働事業開始  

平成２７年度   ・個人情報保護条例制定  

平成３０年度  ・日進市 ESD 推進「課題解決型」企業等連携プロジェ

クト開始  

 
３ 現状と問題点【第１１条第２項再掲】 

○市民参加及び市民自治活動条例を制定し、規定されている手続き方法に

基づいて市民の意見を表明する機会を担保しています。  
  市民参加手続実施件数  

（H25：40 件、H26：43 件、H27：39 件、H28：27 件、H29：51 件、

H30：36 件）  

 
４ 今後の方向性【第１１条第２項再掲】 

○市民の意見を表明する機会が設けられていることをより多くの市民が自

覚し、市民としての責任を持った発言・行動ができるよう、情報提供を

行います。加えて市政に参加できる場を設けていきます。  

 

子育て支援課（第２項、第３項関係）  

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・子どもの権利条例策定検討委員会  

平成２０年度  ・子どもの権利条例策定検討委員会から提言書が提出さ

れる。  

平成２１年度  ・６月 条例案のパブリックコメントの実施  

・９月議会 条例案の議決  

・３月 条例制定記念イベントの開催  

平成２２年度  ・日進市未来をつくる子ども条例施行  
・「にっしんヤングフェスタ２０１０」において日進市
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未来をつくる子ども条例の歌を披露  

平成２３年度  

～平成２６年度  
・条例施行規則に基づき「子ども会議」を開催  

平成２４年度～  

【毎年度実施】  
・日進市未来をつくる子ども条例普及啓発事業を実施  

平成２６年度  ・日進市子ども・子育て支援事業計画を策定  

平成２７年度  ・子どもの社会参加ガイドラインを作成  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・サマースクール等参加者向けに条例啓発事業を実施  

平成３０年度  ・子ども条例制定１０周年プレイベントを実施  
・「子ども会議」の取扱を変更  
・子ども用、大人用の条例リーフレットを作成  

 
３ 現状と問題点 

○ 令和元年度に条例施行１０周年を迎えるにあたり、条例の普及啓発の

ため、プレイベント等の開催、パンフレット及び啓発品の作成を行い

ました。  

○「子ども会議」については、子どもの生活環境が変化し、特に活動の中

心となる中高生が様々な地域活動に参加する時間的な余裕がなく、自主

的な参加を促すのは難しくなっているため、定例的に開催するのではな

く、必要に応じて、テーマごとに子どもたちの意見を聞く場を提供し、

意見聴取してもらうよう各課に依頼しました。  

●条例制定後、教育機関等において、条例普及啓発事業を実施することに

より、子ども向けの啓発は進めていますが、大人向けの啓発がなかなか

進まず、認知度が低くなっています。 

 
４ 今後の方向性 

○条例施行１０周年記念イベントを開催したり、市民まつり等のイベント

開催時にパンフレットを配布することで条例の普及啓発を行います。 

○子どもたちの意見を市政に反映させるため、各課の施策の策定、見直し

等の際には、ワークショップ等の手法を使い、子どもたちの意見聴取に

努めるよう働きかけます。  

○人権擁護委員が小学校で実施する人権に関する教育の中で、リーフレッ

トを活用した子ども条例に定める子どもの権利について学ぶ機会を設け

ることを検討する。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

第１６条（市民自治活動） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１６条 

 市民は、それぞれの地域において、住民自治組織等によるコ

ミュニティ活動を通じ、市民自治活動の推進に努めます。 

２ 市民は、ＮＰＯ等によるコミュニティ活動やボランティア

活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自らできることを考

え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。 

３ 市民は、コミュニティが市民主体の自治の重要な担い手と

なることを認識し、これを守り育てるよう努めます。 

４ 市の執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重

し、その活動を支援するものとします。 

５ 前項に規定する市民自治活動の支援に関して必要な事項

は、別に条例で定めるものとします。 

解説  

第１５条の「市民参加」とともに、「市民主体の自治」の要

である「市民自治活動」について規定しています。まちづくり

は、市議会や市の執行機関による活動（市政）だけでなく、地

域における市民の自主的な公益的活動によるところが大きく、

互いにより良いまちづくりをめざして協働することが大切で

す。（「市民自治活動」の定義については、第３条を参照くださ

い。） 

第１項及び第２項では、区や自治会といった「地縁型」のコ

ミュニティや、NPO のような「テーマ型」のコミュニティなど

による活動のほか、個人で行うボランティア活動等により、市

民が市民自治活動の推進に努めることを規定しています。 

第３項では、自治の重要な担い手である「コミュニティ」の

育成について規定しています。（「コミュニティ」の定義につい

ては、第３条を参照ください。） 

第４項では、市の執行機関による支援について規定していま

す。あくまでも、市民自治活動の自主性、自立性を尊重します

ので、必要のない場合にまで支援するというものではありませ

ん。 

第５項では、市民自治活動の支援に関して必要な事項につい

て、別に条例を定めることとし、「日進市市民参加及び市民自

治活動条例」を制定しました。 
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市民協働課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

【第３条・第４条再掲】 

時 期  内 容  

平成２０年度～  ・ＮＰＯ公募提案型委託事業（委託）の実施  

平成２１年度～  ・ＮＰＯ公募提案型（テーマ提示型）事業（委託）に変

更（～平成２９年度）【毎年度実施】   

・日進市市民自治活動推進補助金  【毎年度実施】  

・大学との連携協力協定締結を開始  

平成２３年度～  ・にぎわい交流館指定管理制度による管理導入（指定期

間３年間）  

平成２４年度   ・市民参加及び市民自治活動条例制定   

平成２６年度～  ・にぎわい交流館指定管理の第２期開始（指定期間５年

間）   
・にっしん市民活動祭開催（～平成２７年度）   
・提案型大学連携協働事業（委託）【毎年度実施】  

平成２７年度  ・日進市市民自治活動推進補助金要綱改正  

平成２８年度～  ・にっしんわいわいフェスティバル開催   

・市長・区長座談会開催   

・市長と市民団体等との団体交流会開催  

平成２９年度～  

【毎年度実施】  
・地域支援職員の配置（区長の補助等）  

平成３０年度～  ・日進市ＥＳＤ推進「課題解決型」企業等連携プロジェ

クト募集開始  

 
３ 現状と問題点 

○地縁型、テーマ型コミュニティはそれぞれの領域で活発に活動されてい

ます。  
○にぎわい交流館が活動支援の拠点となり、行政は各種委託事業や補助金

などでそれぞれの活動を支援しています。  
○地域支援員が地縁型のコミュニティを支援し、コミュニティと協働し地

域課題を解決に向け活動しています。  
○市民自治活動団体との協働事業は、近年、増加しています。  

（H25：78 件、H26：79 件、H27：76 件、H28：75 件、H29：89 件、

H30：87 件）【第４条第４号再掲】  
●地縁型とテーマ型の活動が相互に協働する活動により、それぞれのコミ

ュニティが活性化するようなマッチング事例に乏しい状況です。  
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４ 今後の方向性 

○市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、市民と行政がそれぞれを補

完できる活動を行います。  
○地域支援員やコミュニティ活動支援によって、地縁型とテーマ型のコミ

ュニティがマッチングできるよう支援を行っていきます。  

 

地域福祉課（第４項関係）  

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２１年度～  ・地元の運営により地域の集まりの場を提供するぷらっ

とホームを順次開所  

平成２４年度～

平成２６年度  
・障害のある人たちが、夏休み等において社会参加でき

る機会を提供する事業を行う団体への補助金を交付  

（障害児夏休み等対策事業）  

平成２７年度  
【毎年度実施】  

・つどいの場の設置運営マニュアルや啓発物品を作成  
・市民によるつどいの場の新規立ち上げや運営の支援と

して、運営団体への補助金を交付  
・地域活動に関心がある方を対象に人材育成講座を開催  

（平成 28 年度以降は、社協事業として実施）  

平成２７年度～

【毎年度実施】  

・障害のある人たちが、夏休みや土日祝日等にレクリエ

ーションや文化活動を通じて、地域の人たちと交流で

きる機会を提供する事業を行う団体への補助金を交

付  

（レクリエーション文化活動等支援事業）  

 
３ 現状と問題点 

〇「ぷらっとホーム」は平成２１年度に２か所開所し、新たに平成２２年  
度１か所、平成２３年度２か所、平成２６年度１か所の計６か所で開所  
しています。  

〇「つどいの場」は、身近な地域での交流のきっかけづくり、介護予防に  
もつながる健康づくり、助け合い・支え合いの顔の見える関係づくり等、 
地域福祉機能を持つ高齢者の居場所として順調に数を増やしています。  
（H27：48 か所  →  H28：55 か所  →  H29：61 か所  →H30：65 か所） 
（第４条第２号再掲）  

 
４ 今後の方向性 

○ぷらっとホームについては、運営団体の自主性を尊重しつつ、活動内容

の充実や支援方法の検討が必要です。  
○つどいの場については、社会福祉協議会や生活支援コーディネーターと

連携しながら、協議体での議論に基づき、新たな場の開設支援や自主的
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な公益的活動の構築を図っていきます。 

○レクリエーション文化活動等支援事業については、障害のある人との交

流を通じて障害への理解が進むよう、多様な活動への助成を継続してい

きます。  

 

生涯学習課（第４項関係）  

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

昭和５６年度～  

【毎年度実施】  
・「文化協会」は昭和５６年に５連盟で創設し、加入連

盟それぞれの個性を活かした活動を行うとともに、協

会として市の美術展覧会や文化祭等の事業を共催し

ている。  

・現在、９連盟約１，０００名の会員を持ち、県や近隣

市町村との広域的な交流も行っている。  

昭和２８年度～  
【毎年度実施】  

・「体育協会」は昭和２８年の創設以来、スポーツの普

及・振興活動さらには心身の発達と体力・技術の向上

を目指した活動を行っている。  
・現在、１７の競技団体と少年少女の育成を目指す１０

団体、約２，０００名の会員を持ち、会員向けの競技

大会や市民参加の催しを開催している。  

昭和６１年度～  
【毎年度実施】  

・「レクリエーション協会」は昭和６１年に創設し「遊

び・ふれあい・仲間づくり」をコンセプトにスポーツ・

レクリエーションの普及、健康づくりや仲間づくりを

サポートする活動をしている。  
・現在、８団体６００余の会員を持ち、連携して市民向

け事業や市からの委託事業も行っている。  

昭和２３年度～  
【毎年度実施】  

・「地域女性団体連絡協議会」は、昭和２３年に女性が

自主的に地域に根ざした活動を行う「婦人会」を母体

とし、現在は互いの絆を深めるとともに地域社会の貢

献につながる活動を行っている。  
・近年は婚活応援事業や岩崎城おもてなし事業、市民を

対象とした研修会を開催するなど独自性を活かしな

がら活動の幅を広げている。  

平成４年度～  

【毎年度実施】  
・「各学区家庭教育推進委員会」は、平成４年度に小学

校区ごとに家庭教育推進委員会が発足し、地域ぐるみ

で家庭教育の推進を図り親子や世代間の絆を深める

ことを目的として、学区ごとの特色を活かした活動を

行ってきた。  

・親子参加型や他世代交流型の事業を継続的に開催する

ことで地域に活動が浸透し、「かすい」として親しま

れている。  
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３ 現状と問題点 

○各団体に対して、財政援助・助言等によって運営支援を行っています。 
●現在は、どの団体もそれぞれの特色を活かした活動を行うことができて

いますが、地域コミュニティの希薄化により運営スタッフの世代交代が

進まないことや担い手・会員数の減少等、今後活動を継続するに当たっ

ての課題を抱えています。  

 
４ 今後の方向性 

○引き続き各団体と連携を密にとりながら、各団体の特性を活かした活動

が継続でき、更なる発展につながるよう、運営支援及び活動支援を行い

ます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１７条（連携） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１７条  

市民は、市民自治活動の推進のため、コミュニティ活動やボ

ランティア活動等を通じ、市外の人々と広く交流し、連携す

るよう努めます。 

２ 日進市は、他の自治体と、共通の課題を解決するため、相

互に連携するよう努めます。 

解説  

広域的な人と人とのつながりが市民自治活動の推進につな

がると考え、第１項では、市民が市外の人々と連携することを

規定しています。 

 日進市としての自主性、自立性は保ちながらも、他の自治体

と共通する問題を解決するために互いに連携を図ることも大

切であると考え、第２項では、日進市と他の自治体とが連携す

ることを規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市民協働課（第１項、第２項関係） 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第３条再掲】 

時 期  内 容  

平成２０年度～  ・ＮＰＯ公募提案型委託事業（委託）の実施  

平成２１年度～  ・ＮＰＯ公募提案型（テーマ提示型）事業（委託）に変

更（～平成２９年度）【毎年度実施】  

・日進市市民自治活動推進補助金【毎年度実施】  

・大学との連携協力協定締結を開始  

平成２３年度～  ・にぎわい交流館指定管理制度による管理導入（指定期

間 3 年間）  

平成２６年度～  ・にぎわい交流館指定管理の第２期開始（指定期間５年

間）   
・にっしん市民活動祭開催（～平成２７年度）   
・提案型大学連携協働事業（委託）【毎年度実施】  
・三重県志摩市と友好自治体提携締結  

平成２７年度  ・日進市市民自治活動推進補助金要綱改正  

平成２８年度～  ・にっしんわいわいフェスティバル開催【毎年度実施】 
・市長・区長座談会開催   
・市長と市民団体等との団体交流会開催  

平成２９年度～  

【毎年度実施】  
・地域支援職員の配置（区長の補助等）  

平成３０年度～  ・日進市ＥＳＤ推進「課題解決型」企業等連携プロジェ

クト募集開始  

 
３ 現状と問題点 

○にぎわい交流館が活動支援の拠点となり、市内・市外の人々が交流でき

る場となっています。市民活動を発表するイベントを開催し、参加団体

間や来場者との交流が行われています。  
○友好自治体の木祖村、志摩市とは自治体間相互で行事参加を行い、市民

の交流を促進する事業や事業補助を行っています。  
○市内に活動拠点を構える大学と連携協定を締結し、官学協働で地域課題

に取り組んでいます。（現在９大学）  
●現状の連携を継続していくため、社会状況等の変動に対応して連携内容

等を検討していく必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○にぎわい交流館を交流活動の軸としてより機能させ、友好自治体間相互

の市民の交流を促進する事業等を行っていきます。  

○友好自治体間の交流を継続し、相互市民の交流が共通の課題の解決を行

うことのできる連携体制を目指していきます。  



企画政策課（第２項関係）  

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

随時  ・災害応援に関する協定等締結  

 ※近隣自治体、国、福島県伊達郡川俣町、長野県木曽

郡木祖村、岐阜県山県市、三重県志摩市  

平成２４年度  ・尾三地区自治体間連携研究会を発足  

・尾三地区自治体間連携推進会議【毎年度実施】  

平成２５年度  ・尾三若手職員自治体間連携事業研究グループを設置  

平成２６年度  ・尾三地区自治体間連携協力に関する基本協定を締結

（３市１町）  

平成２６年度  ・尾三地区福祉施策連絡会議  
・広報紙へのイベント情報等の掲載【毎年度実施】  
・公共施設に共同情報コーナー設置を共同実施【毎年度

実施】  

平成２８年度  ・尾三地区自治体間連携協力に関する基本協定を締結

（４市１町）  

平成２８年度～  ・航空写真撮影、行政不服審査会を共同実施  

平成２９年度～  
【毎年度実施】  

・消費生活相談事業、職員派遣交流事業を共同実施  

平成３０年度～  ・電力の購入、介護保険事業所の指定・指導監督事務、

尾三消防組合の広域化の共同実施  

 
３ 現状と問題点 

○災害対策について、近隣自治体等と応援協定等を締結し、連携を強めて

います。  
○尾三地区自治体間連携協定を締結している自治体間等で連携にいたっ

た事業は平成３０年度末で４１事業となっており、今後も連携できるテ

ーマを出してもらい、共同実施に向けて検討していきます。  
●各自治体のテーマに関する利害や、実際に業務を行う所管課の業務に関  

する調整が必要です。  
●共同化した事業については、一定の期間経過後、実際の効果について検

証が必要です。  

 
４ 今後の方向性 

○多様化する市民ニーズに対して、どの事業を選定していくかを慎重に検  
討していく必要があります。  

○また、連携する際のルール作り、事業評価の方法等、統一指標の設定も  
していく必要があります。  

 



日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第１８条（柔軟な組織の形成） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１８条  

市の執行機関は、市民にわかりやすく、効率的で機能的で

あるとともに、横断的で柔軟に対応できる組織体制をつくら

なければなりません。 

解説  
 地方分権時代に対応した組織とするため、行政課題に効率的

かつ機能的に対応できる組織体制を整えることを規定してい

ます。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

随時  ・プロジェクトチームの設置  

平成１９年度  ・日進市事務分掌規則改正（平成２０年度施行）  

平成２０年度  ・日進市部設置条例及び日進市事務分掌規則改正  
 ※機構改革を含む改正（平成２１年度施行）  

平成２３年度  ・日進市事務分掌規則改正（平成２４年度施行）  

平成２４年度  ・日進市事務分掌規則改正  

 ※機構改革を含む改正（平成２５年度施行）  

平成２５年度  ・日進市事務分掌規則改正（平成２６年度施行）  

平成２６年度  ・日進市部設置条例及び日進市事務分掌規則改正  

 ※機構改革を含む改正（平成２７年度施行）  

・主管課の設置（平成２７年度施行）  

平成２７年度  ・日進市事務分掌規則改正（平成２８年度施行）  

平成２８年度  ・日進市事務分掌規則改正（平成２９年度施行）  

平成２９年度  ・日進市事務分掌規則改正  

 ※機構改革を含む改正（平成３０年度施行）  

平成３０年度  ・日進市事務分掌規則改正（平成３１年度施行）  

 
３ 現状と問題点 

○日進市部設置条例及び日進市事務分掌規則を改正することで、制度改正

や情勢の変化に対応した組織体制を整備しています。  
○組織体制については、広報紙等で公表し、市民生活に混乱が生じないよ

う努めています。  
○平成２７年度から主管課を設置し、部内全般に関する調整等の機能を持

たせています。  
○複数の部署をまたぐ事業について、関係部署で構成するプロジェクトチ

ームを設置し、横断的で柔軟な対応を行っています。  
 （設置例 総合計画推進、内部統制、ESD 推進等）  
●プロジェクトチームの設置については、設置基準や進行管理方法につい

て、統一的なルールを整備する必要があります。  
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４ 今後の方向性 

○引き続き、制度改正や情勢の変化に対応した組織体制を整備していきま

す。  
○プロジェクトチームの設置等、組織横断的な対応方法について、手法を

検討していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第１９条（市民本位の市政運営） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第１９条 

 市の執行機関は、広報及び広聴の機能を一体的に発揮するこ

とにより、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政の運営

を行わなければなりません。 

解説  

市の広報紙やホームページなどによる広報機能と、市長への

提案箱や行政モニター制度などによる広聴機能を相互に連携、

充実させながら、市民の視点で考え、市民の気持ちをくみとっ

た市政の運営を行うことを規定しています。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度  ・市民意識調査  

平成２１年度  ・まちづくりアンケート  

 ※第５次総合計画策定に当たり、実施したもの。  

平成２３年度  ・市民意識調査  

平成２６年度  ・市民意識調査  

平成２８年度  ・市民意識調査  

平成３０年度  ・市民意識調査  

 
３ 現状と問題点 

○総合計画の成果指標を確認し、併せて市民の意識を把握するため、市民

意識調査を定期的に実施しています。  

○平成２８年度から、調査頻度を２年度ごととし、より頻繁に調査を行っ

ています。  

○調査結果は、報告書として公開し、全庁でも共有しています。  

○毎年度の実施計画を策定するに当たって、市民意識調査等の結果を踏ま

え、市民ニーズに的確に対応するための事業であるか検討するよう、留

意しています。  

●調査項目、調査手法について、より適切な内容を検討していく必要があ

ります。  

●市民意識調査結果等の結果について、データ利活用を検討していく必要

があります。  

 
４ 今後の方向性 

○市民意識調査については、時代にあった内容を検討しながら実施してい

きます。  

○市民意識調査結果のデータ利活用については、手法を検討していきます。 

 

 

 

秘書広報課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度～  
【毎年度実施】  

・地域座談会の実施  

平成２８年度～  

【毎年度実施】  
・広報市民スタッフ会議を毎月開催し、意見を伺う  
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平成２９年度～  
【毎年度実施】  

・市長などと語る会を地縁型、テーマ型などの区分けに

し、区長、市民団体等と面談して、提案を受ける形で

実施  

 
３ 現状と問題点 

○市長への提案箱、市長などと語る会、ホームページからのお問い合わせ、

広報市民スタッフからの意見等で聞き取った提案、意見は、市政運営の

参考とするよう、事業担当課へ情報提供しています。  

 （市長への提案箱件数）  
H19：299 件、H20：358 件、H21：417 件、H22：378 件、  
H23：383 件、H24：292 件、H25：229 件、H26：182 件、  
H27：239 件、H28：215 件、H29：208 件、H30：156 件  

 

 
４ 今後の方向性 

○市長への提案箱、ホームページからのお問い合わせフォームで寄せられ

る意見や提案を事業担当課へ情報提供し、事業の情報を適切に広報する

ことで、市民本位の市政運営に資する事務改善につなげていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第２０条（計画的な市政運営） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２０条 

 市の執行機関は、この条例に定める基本理念にのっとって総

合計画を定め、総合的かつ計画的な市政の運営を行わなければ

なりません。 

解説  

地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年８月１日施

行）により、市議会の議決を経て総合計画の基本構想を策定す

る義務はなくなりました。しかし、総合計画は市のまちづくり

の最上位の計画で、長期展望に立った総合的、計画的な行政経

営の指針であるため、本条例ではその策定義務を規定していま

す。 

また、市議会で「日進市議会の議決すべき事件を定める条例

（平成２８年４月１日施行）」が制定され、総合計画の基本構

想部分の策定、変更又は廃止に関して市議会の議決を必要とし

ています。 

なお、個別の計画等は、総合計画に基づいて策定します。 

※総合計画とは 

目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための

施策や事業を定める基本計画、事業の年度ごとの進め方を明ら

かにする実施計画により構成されます。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

【第１３条第２項再掲】 

時 期  内 容  

平成２３年度  ・地方自治法改正による市町村の総合計画策定義務の廃

止  

平成２３年度～  ・第５次日進市総合計画期間開始  

・総合計画推進体制の確立・実施  

 （総合計画推進本部、総合計画推進部会）  

・実施計画の策定【毎年度実施】  

・市民意識調査の実施  

（Ｈ２３年度、Ｈ２６年度、Ｈ２８年度、Ｈ３０年度） 

平成２７年度  ・日進市議会の議決すべき事件を定める条例に日進市総

合計画の基本構想部分を議決すべき事件として規定  

平成３０年度～  ・第６次日進市総合計画策定開始  

 
３ 現状と問題点【一部第１３条第２項再掲】 

○確立した総合計画推進体制に基づき、毎年度、推進を行っています。  
○実施計画を毎年度策定する中で、個別計画の策定や各事業の実施内容に

ついてヒアリングを行い、市政運営が総合計画に沿ったものとなるよう

努めています。  
●達成することが非常に困難な目標値の設定があることから、指標の達成

率が低くなっています。  
大施策の成果指標 達成率１９．２％（中間値基準５．８％）  
中施策の成果指標 達成率２５．４％（中間値基準１５．９％）  

●時代の経過により、内容や指標の見直しが必要となっています。  

 
４ 今後の方向性【一部第１３条第２項再掲】 

○引き続き、第５次日進市総合計画に沿った市政運営を行っていきます。  
○第６次日進市総合を計画策定するにあたり、市民参加を行いながら、時

代に即したより効果的な総合計画となるよう、検討を行っていきます。  
○併せて、第６次日進市総合計画の推進についても、手法の検討を行って

いきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第２１条（開かれた市政運営） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２１条 

 市議会及び市の執行機関は、市民にわかりやすいかたちでそ

の保有する情報を積極的に公開し、公正かつ透明性の高い開か

れた市政の運営を行わなければなりません。 

２ 前項に規定する情報公開に関して必要な事項は、別に条例

で定めるものとします。 

解説  

第８条で規定する「知る権利」を保障するものとして、市政

における情報公開について規定しています。なお、情報公開に

関して必要な事項については、「日進市情報公開条例」に委ね

ています。 
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総務課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第８条再掲】 

時 期  内 容  

平成２４年度  ・情報公開制度研修  

平成２５年度  ・情報公開制度・個人情報保護制度研修  

平成３０年度  ・情報公開制度研修  

平成３０年度  ・情報公開条例逐条解説策定  

 
３ 現状と問題点【第８条再掲】 

●実施機関に対し、情報公開請求に対する事務手続に関し、具体的事例ご

とに説明しているので、公文書公開請求件数の多い部署においては制度

の理解が浸透してきているが、件数の少ない部署については、事務手続

がスムーズに行えるよう周知を図る必要があります。  
●また、公開すべき情報と個人情報等として保護すべき情報の判断を的確

に行う必要があり、そのために各職員の習熟度を向上させる必要があり

ます。  

 
４ 今後の方向性【第８条再掲】 

○開かれた市政の実現のために、市が保有する情報を積極的に公表してい

ると考えます。しかし、部分公開決定に対する審査請求により原処分が

変更となることもあるため、公開・非公開の判断については、実施機関

に対して更なる理解度の向上を図る必要があります。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第２２条（個人情報の適切な取扱い） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２２条 

 市議会及び市の執行機関は、個人の権利利益を守るため、そ

の保有する個人に関する情報を保護しなければなりません。 

２ 前項に規定する個人情報の保護に関して必要な事項は、別

に条例で定めるものとします。 

解説  

第９条で規定する「個人情報の保護」を保障するものとして、

市の保有する個人情報の保護について規定しています。なお、

個人情報の保護に関して必要な事項については、「日進市個人

情報保護条例」に委ねています。 
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総務課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降）【第９条再掲】 

時 期  内 容  

平成２６年～

【毎年度実施】  
・特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）  

平成２７年  ・日進市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及

び日進市特定個人情報等取扱規程の策定  

平成３０年  ・特定個人情報の安全管理措置研修の実施  

平成３０年  ・個人番号利用事務等取扱要領の策定  

 
３ 現状と問題点【第９条再掲】 

○個人情報の中でも特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）につい

ては、その利活用範囲の拡大に伴い、安全管理措置の必要性が問われて

います。  
●特定個人情報の漏洩等を防止するための基本方針及び取扱要領につい

ては、策定した内容に基づき、安全管理のための点検・監査に取り組む

必要があります。  

 
４ 今後の方向性【第９条再掲】 

○各課において策定済みである個人番号利用事務等取扱要領に基づき、特

定個人情報等の事務取扱における安全を確保するため、点検及び監査を

実施していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第２３条（適切な行政手続） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２３条 

 市の執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性

の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、

行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)

を行わなければなりません。 

２ 前項に規定する行政手続に関して必要な事項は、別に条例

で定めるものとします。 

解説  

市の執行機関が市民の利害に関わる処分などを行う際、処分

などがどのような手順を踏んで行われるかの決まりを定め、あ

らかじめ公表しておくことを規定しています。なお、行政手続

に関して必要な事項については、「日進市行政手続条例（平成

９年１０月１日施行）」に委ねています。 
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総務課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２９年度  ・行政手続法適用処分一覧表の作成及びシステム登載  

 
３ 現状と問題点 

○どのような事務が条例に定める処分となるかについて、一覧表の作成を

行いました。  

●今後は、制度に対する理解を深める必要があります。また、定期的な処

分一覧の見直しを行っていく必要があります。  

 
４ 今後の方向性 

○研修等を通じて行政手続に関する理解を深め、適正な手続きを推進して

いきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第２４条（財政） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２４条 

 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとと

もに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を

行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努

め、健全な財政運営を行わなければなりません。 

２ 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、

わかりやすく説明しなければなりません。 

３ 市長は、日進市の保有する財産の適正な管理及び効率的な

運用をしなければなりません。 

解説  

計画的で実効性のある市政運営を行う上で重要な「財政」に

ついて定めています。 

第１項では、中長期的な財政計画を策定し、計画的で効率的

な財政運営を行うことを規定しています。 

第２項では、財政に関する計画及び状況を市民にわかりやす

く説明することを規定しています。健全な財政運営が行われて

いるかどうかを市民もチェックできるようにすることが大切

だと考えています。 

第３項では、市有財産の適正管理と有効活用について規定し

ています。 
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財政課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１８年３月  ・中期財政計画（平成１８年度から平成２２年度）  

平成２３年３月  ・中期財政計画（平成２３年度から平成２７年度）  

平成２３年度～  

【毎年度実施】  
・予算編成方針の公表開始  

平成２６年３月  ・中期財政計画（改）（平成２６年度から平成３０年度） 

平成２７年度  ・市有財産土地一般競争入札により売却  
（平成２８～２９年度実施）  

平成２８年度～  
【毎年度実施】  

・予算配分に新枠配分方式を導入・予算編成過程の公表

開始  
※枠配分方式と一件査定方式のメリットを併せた方法  

平成２８年度  ・公共施設等総合管理計画  

平成２９年度  ・統一的な基準による地方公会計の導入  

平成２９年度  ・修繕予算枠の導入  

平成３０年３月  
【毎年度実施】  

・中期財政計画（平成３０年度から令和４年度）  

 
３ 現状と問題点 

○中期財政計画の策定は、当初５年ごとの見直しとしていましたが、社会

経済情勢のめまぐるしい変化に対応するため、平成３０年度から毎年度

策定に改めました。なお、平成２６年の見直しは普通交付税の交付や制

度改革などの影響で、大幅な計画見直しが必要だったことに起因しま

す。  
○予算編成の前に経常経費調査を行うとともに、新枠配分方式による予算

配当を行うことにより、優先順位の高い事業に効率的・効果的な予算配

当を行っています。  
●経常経費の削減には限界があるため、これまで以上に事業の効率化が必

要です。  
○地方公会計の導入により、ストック情報（資産・負債）の把握等が可能

となりました。  
○予算・決算状況や財政白書、ストック情報などの情報を広報誌には年２

回、市ＨＰには随時掲載しています。  
○活用可能な普通財産土地データについて、庁内で共有データ化を図って

います。  
○経営改革プラン及び公共施設等総合管理計画により、公共施設の計画的

な修繕を行うため、予算時に修繕予算枠を設定しました。  

 

- 101 -



４ 今後の方向性 

○中期財政計画は、今後も毎年見直しを実施していきます。  
○予算配分方式については、各担当課での工夫を促し、さらに効率的・効

果的な予算配分方法となる方法の導入をめざし、調査・研究をしていき

ます。  
○財政に関する情報を、引き続き広報誌等を活用し、掲載していきます。  
○固定資産台帳の活用、修繕予算枠による施設修繕など、市有財産の適正

管理を実施していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

第２５条（行政評価） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２５条  
市の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的に運営する

ため、市民参加のもとに行政評価を実施し、その結果を市政

の運営に反映させていかなければなりません。  
２ 市の執行機関は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公

表しなければなりません。  

解説  

日進市の行政が効率的、効果的に行われているかどうかを評

価する仕組みについて定めています。日進市では、平成１７年

度から行政評価を実施しており、事務事業評価を行い、結果を

公表しています。 

第１項では、市民参加のもとに行政評価を実施し、市政に反

映させていくことを規定しています。なお、平成２３年度から

は外部評価を行っています。 

第２項では、評価を実施するだけではなく、その結果を公表

することを規定しています。行政評価制度は、効率的な行政運

営のためだけでなく、結果を公表することにより、市民への説

明責任を果たすことにもつながります。 

※行政評価とは 

民間の経営手法を行政運営に積極的に取り入れ、行政の効率

性を高めようとする考え方（ＮＰＭ：ニューパブリックマネジ

メント）の手法の一つです。行政が実施する仕事を、「計画（Ｐ

ｌａｎ）－実施（Ｄｏ）－評価（Ｃｈｅｃｋ）－改善（Ａｃｔ

ｉｏｎ）」というマネジメントサイクルでとらえて、一定の基準、

指標に従って客観的に分析、評価し、その結果を今後の行政運

営に反映させるものです。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  
平成２０年度 

【毎年度実施】 

 ※以下同じ 

・事務事業評価の実施及び公表（５２２事業）  

平成２１年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２７７事業）  
※平成２１年度から、評価する事務事業を絞り込んで実施  

平成２２年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２２０事業）  
平成２３年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２００事業）  

・外部評価の実施（５事業）  
平成２４年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２６３事業）  

・外部評価の実施（８事業）  
平成２５年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２５７事業）  

・外部評価の実施（１０事業）  
平成２６年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２５８事業）  

・外部評価を実施（５事業）  
平成２７年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２６５事業）  

・外部評価の実施（２事業及び１テーマ）  
※平成２７年度の外部評価から、事務事業の枠にとらわれ

ないテーマ型評価を実施  
平成２８年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２４８事業）  

・外部評価の実施（１事業及び１テーマ）  
平成２９年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２３６事業）  

・外部評価の実施（１事業及び１テーマ）  
平成３０年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２３３事業）  

・外部評価の実施（１事業及び１テーマ）  
 

３ 現状と問題点 

 行政評価については、毎年度、事務事業評価と外部評価（平成２３年度

から）の２種類を実施し、それぞれの評価結果を公表しています。 

 

【事務事業評価について】 

○平成１７年度から、市民に対する説明責任の実現、事務事業の見直し、

業務改善、職員の意識改革を主な目的として、事務事業評価を開始しま

した。  
○事務事業評価については、制度所管課である企画政策課において、実施

計画のヒアリング時にあわせて各課とヒアリングを行い、指標の設定方

法、評価の理由や成果・課題等に関して綿密な調整を実施しています。

そうすることで、評価結果を活用した実施計画の策定や予算編成につな

がり、ＰＤＣＡサイクルの確立が可能となることで、事業効果の一層の

向上や業務の効率化等を積極的に進めています。  
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○平成２６年度には、外部有識者による全課を対象とした説明会を開催し、

特に、アウトプット・アウトカム指標の見直し作業を行うことで、各種

事業の効果、課題等が、より把握しやすくなるなど、事業の改善、工夫

につながる取り組みを進めています。  
●事務事業評価の単位は、実施計画、予算における事業単位と、完全に１：

１：１になっていないため、PDCA サイクルをうまく連動させていく上

で、実施計画の策定や予算編成に、十分に活用しきれていない面があり

ます。  
 

【外部評価について】 

○平成２３年度から、外部からの視点を事務事業の評価に取り入れ、第三

者的な視点により、評価の透明性や客観性を向上させる仕組みと外部評

価を試行実施しました。  
○平成２５年度からは、本格実施として、附属機関であり、学識経験者や

公募市民から構成される日進市行政改革推進委員会による外部評価を開

始しました。外部評価は、市民にも公開で実施し、委員からの様々なご

意見、ご提言や、また、外部評価での意見を受けた対応についても、ホ

ームページで公表しています。  
○平成２７年度から、事務事業の枠にとらわれない「テーマ型評価」を行

い、総合計画における施策や、第２次経営改革プランに位置付けられた

取組項目など、複数の事務事業を束ねる施策や部横断的な事業等の評価

を実施することで、外部評価による各種施策・事業の見直し、改善を積

極的に進めております。  

 
４ 今後の方向性 

○今後も事務事業評価と外部評価を実施していきます。  
○今年度、行財政システムを新たに導入することで、令和元年度予算から、

事業単位を再構築します。事務事業評価、実施計画、予算の事業単位を

揃えることで、行政評価を最大限活用する実施計画、予算編成につなげ

ていく予定です。  
○事務事業評価については、令和２年度公表分（評価対象令和元年度）か

ら、事業単位が揃うことで、予算執行状況の効率性や課題及びそれに対

応した実施計画、予算までの流れが、市民にとっても、よりわかりやす

くお示しできるようにしていく予定です。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

第２６条（住民投票） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２６条 

 市長は、日進市に関わる重要な事項について、住民の意思を

確認するために、住民投票を実施することができます。 

２ 住民投票は、住民、市議会又は市長の発議があったときに

実施します。 

３ 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなり

ません。 

４ 前３項に規定する住民投票の発議、投票資格者その他住民

投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものと

します。 

解説  

住民の意思を直接問う制度として「住民投票」について規定

しています。住民投票はあくまでも議会制（間接）民主主義を

補完する制度であり、意思決定の最終手段として行うべきもの

と考えます。 

第１項では、住民投票の実施について位置づけています。 

第２項では、住民、市議会又は市長から、あらかじめ決めて

おいた条件を満たした発議があった場合は、市議会の議決を経

ずに住民投票を実施するという、いわゆる「常設型」の住民投

票制度を規定しています。 

住民投票の結果に拘束性はありませんが、市議会及び市長は

結果を尊重することを第３項では規定しています。 

第４項では、住民投票の実施に関して必要な事項について、

別に条例を定めることとし、「日進市住民投票条例（平成２５

年４月１日施行）」を制定しました。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２４年度  ・日進市住民投票条例制定（平成２５年度施行）  

平成２７年度  ・日進市住民投票条例改正（平成２８年度施行）  
 ※公職選挙法改正に合わせた投票資格者要件の改正  

 
３ 現状と問題点 

○自治基本条例の規定に基づき、日進市住民投票条例を制定しました。  
○制度改正に合わせて、日進市住民投票条例の改正を行いました。  
○平成３０年度までに、日進市住民投票条例が適用された事例はありませ

ん。  
●日進市住民投票条例の使いやすさについて、留意をする必要がありま

す。  

 
４ 今後の方向性 

○引き続き、住民の意思を確認する手法の１つとして、日進市住民投票条

例を適切に運用していきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第２７条（条例の遵守） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２７条 

 市民、市議会及び市の執行機関は、この条例を遵守しなけれ

ばなりません。 

２ 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうか

を市民参加のもとに検証し、その結果により、必要な措置を

とらなければなりません。 

３ 前２項に規定するこの条例の遵守に関して必要な事項は、

別に条例で定めるものとします。 

解説  

この条例の遵守に関して規定しています。 

第２項では、市政全般において、この条例が遵守されている

かどうかの検証を市民参加による組織を設けて行うことを規

定しています。 

第３項では、その検証を行うにあたっての組織体制や方法等

のこの条例の遵守に関して必要な事項について、別に条例を定

めることとし、「日進市自治推進委員会条例（平成１９年１０

月１日施行）」を制定しました。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・日進市自治推進委員会条例制定  

・日進市自治推進委員会で、個別の条例遵守について、

検証【毎年度実施】  

 
（諮問内容）  

○第１期  

・日進市における自治の基本理念を明らかにする

とともに、参加と協働による市民主体の自治を

推進する観点から、貴委員会の審議調査を求め

ます。  

 
○第２期  

・（仮称）日進市市民参加及び市民自治活動条例に

関すること  

・日進市自治基本条例の検証について  

 
○第３期  

・市民参加及び市民自治活動条例に規定する定期

的な評価方法について  

 
○第４期  

・市民参加及び市民自治活動条例第 27 条の規定

に基づく定期的な評価について  

・日進市自治基本条例に規定する委任条例につい

て  

 
○第５期  

   ・日進市自治基本条例（平成１９年日進市条例第

２４号）第２８条の規定に基づく条例の見直し

の検証について  

 

平成３０年度  ・日進市自治推進委員会に、日進市自治基本条例第２７

条第２項に規定する検証について諮問  
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３ 現状と問題点 

○日進市自治推進委員会へ、個別の条例遵守について検証を諮問し、委任

条例の整備等、必要な措置を講じました。  
○平成３０年度に日進市自治推進委員会へ、日進市自治基本条例第２７条

第２項に基づき、全条文の遵守について検証を諮問し、検証手法を含め

て検討を行っています。  

 
４ 今後の方向性 

○引き続き、条例の遵守について検証を行い、その結果によって、必要な

措置を講じていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第２８条（条例の見直し） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２８条 

 市長は、この条例の施行の日から５年以内に、この条例が市

民主体の自治の推進にふさわしいものであるかどうかを市民

参加のもとに検証し、その結果により、必要な措置をとらなけ

ればなりません。 

２ 市長は、前項の規定により、この条例を検証した日から５

年以内に再び検証するものとし、以降同様とします。 

３ 前２項に規定するこの条例の見直しに関して必要な事項

は、別に条例で定めるものとします。 

解説  

この条例について、定期的に検証し、必要があれば改正も含

めた措置をとることを規定しています。この条例はその性格

上、簡単に改正するものではありませんが、定期的な検証とそ

の結果による必要な措置について、制度として保障するもので

す。 

第３項では、その検証を行うにあたっての組織体制や方法等

のこの条例の見直しに関して必要な事項について、別に条例を

定めることとし、「日進市自治推進委員会条例」を制定しまし

た。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成１９年度  ・日進市自治推進委員会条例制定  

平成２３年度  ・日進市自治推進委員会へ、条例見直しについて諮問  

平成２４年度  ・日進市自治推進委員会から、平成２３年度の諮問に基

づき、見直しの必要はない旨、答申  

平成２８年度  ・日進市自治推進委員会へ、条例見直しについて諮問  

平成２９年度  ・日進市自治推進委員会から、平成２８年度の諮問に基

づき、見直しの必要はない旨、答申  

 
３ 現状と問題点 

○日進市自治基本条例の規定に基づき、日進市自治推進委員会へ、条例の

見直しについて諮問を行いました。  
○平成２９年度までに、日進市自治推進委員会から、全体的な条文改正が

必要との答申はありません。  
●日進市自治推進委員会の答申では、用語の定義等について、意見をいた

だいていますので、整理が必要です。  

 
４ 今後の方向性 

○引き続き、定期的な条例の見直しについて、検討していきます。  

○日進市自治推進委員会の答申で意見をいただいている内容について、次

の見直しに向けた整理を行っていきます。  
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日進市自治基本条例検証シート 

 

 

 

 

 

 

 

第２９条（委任） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２９条 

この条例の施行に関して必要な事項は、市議会及び市の執行

機関が別に定めるものとします。 

解説  
この条例の施行に関して必要な事項があれば、市議会及び市

の執行機関が別に定めるよう規定しています。 
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企画政策課 

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成９年度  ・日進市行政手続条例制定  

平成１０年度  ・日進市情報公開条例及び施行規則制定  
・日進市個人情報保護条例及び施行規則制定  

平成１９年度  ・日進市自治推進委員会条例及び規則制定  

平成２１年度  ・日進市未来をつくる子ども条例及び施行規則制定  

 ※関連条例  

平成２２年度  ・日進市議会基本条例制定  

平成２３年度  ・日進市市民参加及び市民自治活動条例及び施行規則制

定  

平成２４年度  ・日進市住民投票条例及び施行規則制定  

 
３ 現状と問題点 

○平成２４年度までに、自治基本条例の本文中に規定する委任条例を全て

制定しました。  
○各委任条例については、担当課が運用を行っています。  

 
４ 今後の方向性 

○引き続き、各委任条例について、適切に運用を行っていきます。  
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